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総則                             

 

第1節 計画の概要 

 

1．背景及び目的 

我が国では、毎年、各地で自然災害が発生しており、これらにより多くの人命や財産等が失わ

れている。平成７年に発生した兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）以降、大規模な地震が度々甚

大な被害をもたらすとともに、近年では豪雨や台風などの異常気象による風水害も頻発している。 

大規模自然災害による被害は、広範囲に渡って甚大な被害を及ぼすことに加え、復旧には長い

年月と多大な努力が必要となる。このため、日頃から災害が起こり得ることに留意し、国、地方

公共団体、関係機関及び各個人が、防災・減災のための対策や訓練を重ね、防災に努めておくこ

とは、人命及び財産等を守るためには大変重要なことである。 

国においては、兵庫県南部地震の経験を踏まえ、大規模地震による被害範囲、インフラに与え

る影響及び大量に発生する災害廃棄物等を考慮し、「震災廃棄物対策指針（平成 10年 10月）」を

策定した。その後、平成 23 年に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、大規模

地震に加えて津波による被害も大きかったことから、同震災による経験を踏まえ、また「水害廃

棄物対策指針（平成 17年 6月）」とも統合し「災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3月）」を策定し

た。さらに、その後も頻発する大規模自然災害を受けて、数次にわたり「災害廃棄物対策指針」

を改定（令和 6年 5月最終）するとともに、令和 5年 4月には「災害廃棄物処理計画策定・点検

ガイドライン」を策定した。 

また、山梨県においては、平成 29 年４月に策定した「山梨県廃棄物処理計画」に所要の見直

しを行い、令和 6年 5月に「山梨県災害廃棄物処理計画」を策定した。 

そこで本市では、大規模災害発生時において、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理することが可

能となることを目的として、令和 2年 3月に改定した「富士吉田市災害廃棄物処理計画（以下「本

計画」という）」について、国や県の動向も踏まえ、所要の見直しを行うこととする。 

本計画では、今後予測される大規模地震や水害及びその他自然災害の発生時における混乱を避

けるため平時の備え、並びに発生した災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うための災害応急対

応及び復旧・復興対策をとりまとめた。なお、本計画は、計画の実効性を確保するため、定期的

な見直しを行い、持続発展的な計画とする。 
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2．計画の位置付け 

本計画は、過去の災害における教訓・知見を踏まえた廃棄物処理法等の改正及び同法に基づく

基本方針並びに「災害廃棄物対策指針（改定版）（平成 30 年 3 月）（以下「指針」という。）」を

踏まえ、また、「山梨県災害廃棄物処理計画（令和 6年 5 月）」や「富士吉田市防災計画（令和 4

年 3 月）」等と整合を図り見直しを行うものとする。また、非常災害時には災害廃棄物処理計画

に基づき被害の状況等を速やかに把握し、災害廃棄物処理実行計画を策定する（図 1-1）。本計

画と災害廃棄物処理実行計画の位置付けを図 1-2に示す。 

 

 

  出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30 年 3 月 環境省 加工 

図 1-1 本計画の位置付け 
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          出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30 年 3 月 環境省 

図 1-2 災害廃棄物処理計画及び実行計画の位置付け 

 

3．対象とする災害 

本計画では、今後発生が予測される大規模地震や台風、大雨などによる風水害を対象とする。 

山梨県地震被害想定調査報告書において検討した想定地震の一覧を表 1-1 に示す。 

本計画では、南海トラフの巨大地震をモデルケースとして、災害廃棄物の発生量等を推定する。 
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表 1-1  想定地震 

種 類 概  要 

南海トラフの巨大地震 

（東側ケース） 

震源域から離れた山地部を除き、県全体で概ね震度 5 強以上の揺れが

想定される。震源に近い県中西部や甲府盆地等の特に揺れやすい地盤の

一部地域においては最大震度 7 の揺れが想定される。 

首都直下地震 M7（立川市直

下） 

震源断層に近い県東部及び富士五湖地域の揺れが比較的大きく、富士五

湖地域の一部地域で最大震度 6 強の揺れが想定される。 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

中南部区間 

 

震源断層に近い北杜市の北西部で震度 6 強～震度 7 の揺れが想定され

る。甲府盆地でも、一部の地域で最大震度 6 弱の揺れが想定される。 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

南部区間 Case1 

 

震源断層周辺の広範囲で震度 6 弱以上の揺れが想定され、一部で震度 6

強と～震度 7 となる。破壊の進行方向にあたる北杜市は特に震度 6 強の

領域が広がると想定される。 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

南部区間 Case2 

 

震源断層周辺の広範囲で震度 6 弱以上の揺れが想定され、破壊の進行

方向に当たる県北西部の地域を中心に揺れが大きく震度 6 強が想定さ

れ、一部では震度 7 の揺れが想定される。 

糸魚川－静岡構造線断層帯 

南部区間 Case3 

震源断層周辺の広範囲で震度 6 弱以上となる。最大震度は震度 7 が一部

で想定されるが、県全体では Case2 より揺れが小さい地域が多い。 

曽根丘陵断層帯 Case1 破壊の進行方向となる甲府市を中心に甲府盆地の揺れが極めて大きく

なり、震度 7 の領域が広く分布することが想定される。 

曽根丘陵断層帯 Case4 破壊の進行方向となる甲州市から、揺れやすい甲府市、山梨市まで広い

範囲で震度 7 の揺れが想定される。 

身延断層 Case1 震源断層の直上にあたる身延町～南部町の揺れが大きく震度 6 弱程度

の揺れが想定され、最大震度は一部で震度 6 強となる。 

身延断層 Case2 Case1 の分布と大きくは変わらないが、Case2 では破壊の進行方向が北

側になるため、県全体で見ると揺れは Case1 よりも若干大きい。 

塩沢断層帯 Case1 アスペリティ付近で揺れが大きく、山中湖村、忍野村、富士吉田市では

最大震度 7 の揺れが想定される。 

塩沢断層帯 独自ケース Case1 と比較すると、破壊の進行方向が山梨県に向かう方向となるた

め、全体的に Case1 よりも若干震度が大きくなると想定される。 

扇山断層 破壊の進行方向にあたる都留市周辺で揺れが大きくなる。一部で最大震

度 7 の揺れが想定される。 

富士川河口断層帯 震源域に近い南部町の大部分と身延町の南部において震度 6 強以上の

強い揺れが想定され、一部地域で震度 7 の揺れが想定される。震源域か

ら離れた甲府盆地の広い範囲で震度 6 弱の揺れが想定される。 

【参考】首都直下地震 M8 震源に近い県東部の揺れが大きく、揺れやすい地盤においては最大震度 

7 の揺れが想定される。震源から遠い甲府盆地等の揺れやすい地盤にお

いても震度 6 強～震度 7 の大きい揺れが想定される。 

資料：富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月 
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出典：山梨県地震被害想定調査報告書 令和 5 年 5 月 

図 1-3 南海トラフ巨大地震 想定震度分布図 
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4．対象とする災害廃棄物 

本計画では表 1-2 に示す災害廃棄物を対象とする。なお、本計画では通常災害廃棄物の対象と

なる津波堆積物は除外する。また放射性物質及び汚染廃棄物についても除外する。 

災害時に発生する廃棄物について整理し表 1-3に示す。 

 

表 1-2 対象とする災害廃棄物の種類 

項目 内容 

可燃物/可燃系混合物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受け使用できなくなった

もの 

不燃物/不燃系混合物 分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ

ス、土砂などが混在し、概ね不燃系の廃棄物 

コンクリートがら等 コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくずなど 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など 

廃家電 被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類乾 燥機、エア

コン、冷蔵庫・冷凍庫）で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

※ リサイクル可能なものは家電リサイクル法により再資源化する 

小型家電/その他家電 被災家屋から排出される小型家電等の家電４品目以外の家電製品で、災害に

より被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から

発生する原料及び製品など 

有害廃棄物/危険物 石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物質、フロン類・CCA（クロム

銅砒素系木材保存材使用廃棄物）・テトラクロロエ チレン等の有害物質、医

薬品類及び農薬類の有害廃棄物。太陽光 パネル、蓄電池、消火器、ボンベ

類などの危険物等 

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自動

車 ※リサイクル可能なものは自動車リサイクル法により再資源化 を行う。 

※処理するためには所有者の意思確認が必要となる。仮置場等 での保管方

法や期間については警察等と協議する。 

その他適正処理 困難

物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設では処理が困難なもの、石こ

うボード、廃船舶など  
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表 1-3 災害時に発生する廃棄物 

廃棄物の分類 摘 要 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出されるごみ 

し尿 仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水 

災害廃棄物 
住民が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出される片付けごみ

と、損壊家屋の撤去（必要に応じて解体）等に伴い排出される廃棄物 

※上記は選別後の分類であり、災害時には上記のものが混合状態で発生する場合が多い。 

※災害廃棄物の処理・処分は災害等廃棄物処理事業費補助金の対象であるが、生活ごみ、避難所ごみ及び

し尿（仮設トイレ等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水は除く）は災害等廃棄物処

理事業費補助金の対象外である。 

出典：山梨県災害廃棄物処理計画 平成29年4月（令和6年5月改定） 

 

 

5．処理主体（市、市民、事業者の役割） 

富士吉田市 

災害廃棄物は一般廃棄物に区分されることから、災害廃棄物の処理は本市が主体となって

行う。なお、本市環境美化センターは、老朽化等により処理能力の余裕分（受入余力）が非

常に小さいため、生活ごみや避難所ごみ以外の発災時に発生する廃棄物を環境美化センター

のみで処理することは非常に困難と考えられる。従って、発災時は、地域に存在する資機材、

人材、廃棄物処理施設や最終処分場を最大限活用し、自区域内及び協定を締結している民間

事業者で災害廃棄物処理に努めると同時に、廃棄物の迅速な処理に資するよう、山梨県内の

協定締結市町村等の施設での処理に向けた調整を山梨県に要請する。 

 

市民 

迅速な処理・処分につなげていくため、一定のルールや計画に基づいた廃棄物の排出など

に協力していただく。また、ルールや計画に協力いただくための情報共有や排出作業などに

ついて、地域との協働により進める。 

片付けごみは、早期対応のため、市民の皆様による一次仮置場への直接搬入を原則とし、

自主的な解決を推進する。 

 

事業者 

事業者の廃棄物は、普段は自己処理または許可業者への委託による対応が求められている

が、災害廃棄物については、市民の災害廃棄物と同様に本市が処理する。災害時は、普段か

ら発生している廃棄物と災害廃棄物を分けて排出する必要があることから、迅速かつ計画的

な処理が可能となるよう、災害時の廃棄物処理についての行動や事業者自身のＢＣＰ（事業
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継続計画）を事前に定めることが望まれる。 

 

 

6．発災後における行動 

本計画の策定に当たっては、指針における発災後の時期区分に準じて時期を区分する。発災後

の時期区分については表 1-4に示す。 

 

表 1-4 発災後の時期区分 

時期区分 時期区分の特徴 時間の目安 

災害 

応急 

対応 

初動期 
人命救助が優先される時期（体制整備、被害状況の確認、

必要資機材の確保等を行う） 
発災後数日間 

応急対応 

（前半） 

避難所生活が本格化する時期（主に優先的な処理が必要な

災害廃棄物を処理する期間） 
～3 週間程度 

応急対応 

（後半） 

人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の本格的な処理

に向けた準備を行う期間） 
～3 か月程度 

復旧・復興 
避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理の通常業務

化が進み、災害廃棄物の本格的な処理の期間） 
～3 年程度 

※時間の目安は災害規模や内容によって異なる（東日本大震災クラスの場合を想定）。 

出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成30年3月 環境省 

 

 

発災後における廃棄物処理の基本的な流れ 

発災後の災害廃棄物の処理業務についての基本的な流れを整理し以下に示す。
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ア 体制の構築、支援 

まず被災状況の把握に努め、関係部局との役割分担や庁外関係者からの受援を念頭に、廃棄物処理を行うための体制を構築する。また、支援

の場合は、被災地の状況を把握し、可能な限り相互の調整を図りつつ、支援ニーズに沿った支援を実施する。 

 

 初動期 

被

災 

 

支

援 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成30年3月 環境省 抜粋 

図 1-4 体制の構築、支援の実施 

  

支援都道府県からの支援要請の受領

支援都道府県との調整

被災情報や被災地の支援ニーズを

踏まえた協力・支援体制の整備

支援都道府県と連携した支援の実施

（人的支援・物的支援）

職員の安否

確認
責任者の決定、指揮命令系統の確保

組織内部及び外部との連絡手段の確保

被害状況の把握、被害状況の山梨県

への連絡

協定に基づく市町村等や民間事業者

への協力・支援要請

受援体制の確立

9
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イ 災害廃棄物処理 

 

図 1-5 災害廃棄物処理（１/3） 

  

10 
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図 1-5 災害廃棄物処理（2/3） 

11月
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出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30 年 3月 環境省 

 

 

 

  

図 1-5 災害廃棄物処理（3/3） 

12月
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ウ 生活ごみ、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿処理 

 

 

図 1-6 生活ごみ、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿処理（1/2） 

 

 

 

 

1
3

月
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出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30 年 3月 環境省 

図 1-6 生活ごみ、避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿処理（2/2）

1
4 
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平時の備えと災害応急対応 

第1節 組織体制等 

1．組織体制・指揮命令系統 

災害時の組織体制・指揮命令系統は本市の富士吉田市地域防災計画に準じる。 

本計画では、南海トラフ巨大地震をモデルケースとするため、震度 6弱以上の地震などの大規

模災害発生の場合（Ｂ配備）による体制（図 2-1）及び所掌事務（表 2-1）を示す。 

 
 ※１ 被災状況調査・応急復旧グループ 

 ※２ 避難所運営・各班応援グループ 

 ※３ 被災状況調査・応急復旧グループは、避難所運営・各班応援グループとの交代や支援を行う。 

 ※４ 被災状況調査・応急復旧グループ各班から応援要請があった場合、避難所運営・各班応援グル 

ープを中心に班単位で支援を行う。 

出典：「富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月」及び最新の富士吉田市組織体系図を基に作成 

図 2-1 富士吉田市災害対策本部機構図（Ｂ配備）  
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表 2-1 災害廃棄物に関連する富士吉田市地震災害警戒本部事務分掌及び編成表（抜粋） 

部 部長 班 事務分掌 

市民生活部 市民生活部長 福祉支援班 1  要配慮者の安否確認に関すること。 

2  自主防災会、民生委員など要配慮者支援に係る団 

体への要請、連絡調整に関すること。  

3  避難所での要配慮者支援に関すること。 

4  福祉避難所の確保に関すること。  

5  福祉団体との連絡調整に関すること。 

6  その他福祉支援応急対策に関すること。 

衛生班 1 避難所等の衛生指導等に関すること 

2 医師会等の応援要請に関すること 

3 災害対策用医療品の確保に関すること 

4  その他防疫応急対策に関すること。 

経済環境部 経済環境部 

環境担当部長 

環境衛生班 1 環境処理施設の被害調査、施設確保に関すること。 

2 指定避難所で発生するごみの収集運搬・処理に関

すること。 

3 街中で発生する災害ごみへの対応に関すること。 

4 オルソ等消毒剤の供与及び消毒作業の実施や指導

など、被災者・被災地の防疫に関すること。 

5 被災家屋の解体等への対応に関すること 

6  その他環境衛生応急対策に関すること。 

都市基盤部 上下水道担当

部長 

上・下水道班 1 指定避難所への給水に関すること。 

2 断水地区の調査及び復旧に関すること。 

3 下水道施設被害の調査及び復旧に関すること。 

4 排水困難地区における排水自粛の呼び掛けに関す

ること。 

5 その他上・下水道応急対策に関すること 

出典：「富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月」及び最新の富士吉田市組織体系図を基に作成 
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【災害応急対応】 

●本市環境美化センターは、老朽化等により処理能力の余裕分（受入余力）が非常に小さい

ため、生活ごみや避難所ごみ以外の発災時に発生する廃棄物を環境美化センターのみで

処理することは非常に困難と考えられる。従って、発災時は、地域に存在する資機材、人

材、廃棄物処理施設や最終処分場を最大限活用し、自区域内及び協定を締結している民間

事業者で災害廃棄物処理に努めると同時に、廃棄物の迅速な処理に資するよう、山梨県内

の協定締結市町村等の施設での処理に向けた調整を山梨県に要請する。なお、被害の規模

によっては、災害廃棄物発生量や廃棄物処理施設能力、職員の被災状況、富士吉田市ICT-

BCP〈初動版〉等で定めた災害時優先業務の対応状況などを踏まえ、独自で災害廃棄物を

処理できるか総合的に検討する。被害の規模や組織体制等によっては、山梨県へ支援（事

務委託を含む）を要請する。 

 

●必要な人員を確保しつつ、図 2-1に示す組織体制・指揮命令系統を構築できない場合は、

庁内での応援や他の市町村の支援を考慮した段階的な体制構築を検討する。なお、支援終

了以降は庁内で組織体制を構築できるように調整しておく。 

また、廃棄物部局と防災部局は連携して廃棄物情報の一元化に努める。 

 

災害廃棄物処理は短期間に膨大な業務が発生し、また、処理が長期にわたることもあ

ることから、責任者においても交代要員を確保しておく 

 

 

 

2．情報収集・連絡 

災害対策を迅速かつ的確に実施するため、職員に対する情報連絡体制（図 2-2）の充実強化、

関係行政機関、関係地方公共団体、民間事業者団体等との緊密な防災情報連絡体制の確保を図る。   

本市では、予報、警報の伝達、災害情報の収集、被害状況等の報告その他災害応急対策の実施

に必要な通知、要請等の通信の迅速、円滑な運用を確保するため、通信設備の優先利用、非常通

信の利用、放送の要請等について災害通信計画を定めている。 

災害時における通信方法について通信施設の現況を表 2-2 に示す。本市の通信施設として、状

況に適した通信施設を用い、必要な情報や被害状況等を伝達又は報告する。 

 

  

留意事項 
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表 2-2 通信施設の現況 

通信施設 用途 

市防災行政放送 

 

市は、各地区住民等への広報、市本部と災害現場等との通信連絡等の

ため、市防災行政放送を活用し通信の確保を図る。 

県防災行政無線 県防災行政無線は、県と県内各市町村、消防本部、県出先機関とを有機

的に結んでいる。 

市は、県防災行政無線を活用して県と情報連絡を行うとともに、県出先

機関や近隣市町村等との連絡に活用する。 

市消防団無線 市は、必要に応じ、市防災行政用無線と併用して、市消防団に設置する

消防団無線設備を活用する。 

一般加入電話（災害時優先

電話、携帯電話等を含む） 

配備要員への連絡手段とし、また出先機関や関係機関・団体等との連絡

手段として、一般加入電話を活用する。また、配備要員では、招集安否

確認システムの活用も図る。 

  出典：富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月 

 

また、災害時において収集する情報の種類・内容や優先順位及び情報の収集・連絡体制を明確

にするとともに、図 2-2 の通信施設以外の複数の連絡手段を確保する。 

本市では、ＣＡＴＶ社との災害情報に際して放送協定など、通信経路途絶時の伝達手段を確保

している。また、市内アマチュア無線局に対して情報収集及び伝達活動の協力を依頼する。なお

ＣＡＴＶ社には協定内容が迅速に実施できるよう平時から体制の確認や連携を図るとともに、市

内アマチュア無線局に対しては平時の訓練等を通じて、災害時の個人情報の取扱いや運用につい

て検討に努めておく。 
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出典：富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月 

図 2-2 職員への伝達方法体系図（勤務時間中及び勤務時間外・休日） 
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また、災害廃棄物処理に係る被害状況の調査・報告が必要であり、関係団体等の協力を得て、

表 2-3に示す事項を担当する。 

 

表 2-3 担当する調査及びとりまとめ（抜粋） 

担当 
協力団体等 調査事項 

対策部 班 調査責任者 

経済環境部 環境衛生班 
環境美化センター

所長 
各施設管理者 

被災地ゴミ及びし尿の収集、処

分に関すること 

都市基盤部 上・下水道班 
上下水道管理課長 

上下水道工務課長 
民間協力会社 

下水道施設の被害調査及び災害

対策に関すること 

出典：「富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月」及び最新の富士吉田市組織体系図を基に作成 

 

【災害応急対応】 

●災害廃棄物等の適正かつ円滑・迅速な処理を行うため、発災直後から、廃棄物処理施設の

被害状況、災害廃棄物等の発生量等について情報収集を行う。 

●情報収集に当たっては、人命救助を優先しつつ、下表の情報について優先順位をつけて収

集し、山梨県へ連絡する。 

情報の内容 

①被害状況 

ライフラインの被害状況 

避難所と避難者数及び仮設トイレの必要数 

市内及び広域の一般廃棄物等処理施設の被害状況 

市内の産業廃棄物等処理施設の被害状況 

有害廃棄物の状況 

②収集運搬体制に関する情報 
道路情報 

収集運搬車両の状況 

③発生量を推計するための情報 
全半壊の損壊家屋数と撤去を要する損壊家屋数 

水害 水害等の浸水範囲（床上、床下戸数） 

 

外部組織との連絡手段を確保する。 
 

 

 

 

 

【水害対策】 

・情報器機を水害等で水没や流出しない場所に設置する。 

留意事項 
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3．協力・支援体制 

災害発生に際し、本市のみでは迅速な災害応急対策及び災害復旧の実施が困難な場合には、県、

他の市町村、自衛隊や警察、民間事業者などに応援を要請し、適切な対策を行う。 

 

自衛隊・警察・消防との連携 

本市では、発災直後の迅速な人命救助やライフライン復旧のため、自衛隊、警察及び消防

と連携し、土木班等の指示により作業隊が道路上の災害廃棄物を撤去する。 

 

【災害応急対応】 

●発災直後の人命救助やライフライン復旧には、自衛隊や警察、消防、道路部局等、さまざ

まな部局等が関係するため、情報の一元化の観点から防災部局（災害対策本部）と調整し

た上で連携する。 

 

・放置車両等により道路が通行できないことが想定されるため、自衛隊・警察・消防等

に収集運搬ルートを示し、協力が得られる体制を確保する。 

・災害廃棄物を撤去する際は、石綿などの有害物質や危険物質が混在する可能性がある

ため、有害物質のハザードマップ等により、有害物質の保管場所等の情報を自衛隊・

警察・消防等と共有し、安全確保に努める。 
 

 

国の支援 

指針において、国は支援に向け以下の役割を担うことが示されている。 

・災害廃棄物の処理及びその処理に向けた事前の備えにおける司令塔的機能 

・地域ブロック（図 2-3）間及びブロックを越えた広域連携のための計画策定 

・地方環境事務所による地域ブロック協議会の開催   

・D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）（図 2-4）の運営 

・地方公共団体向けの研修会等の実施              など 

 

留意事項 
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出典：環境省 災害廃棄物対策情報サイト 

図 2-3 地域ブロックと地域ブロック協議会 

 

 

出典：環境省HP(http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/) 2025年8月時点 

図 2-4 D.Waste-Net災害時の支援の仕組み 



 

23 

 

地方公共団体等の協定 

ア 地方公共団体との協定 

本市では災害支援協定を締結しており、今後も引き続き、災害支援協定の締結を進める。 

 

表 2-4 災害時相互応援協定等一覧抜粋（地方公共団体） 

№ 協定名 協定締結先 締結年月日 

1 災害時における相互応援に関する協定

書 

習志野市、丸子町（※3） 平成 9 年 5 月 9 日 

3 富士北麓災害時の相互応援に関する協

定（富士山火山防災協議会構成市町村） 

都留市、富士河口湖町、西桂町、

鳴沢村、忍野村、山中湖村、 

上九一色村、下部町（※1・2） 

平成 15年 12月 11日 

平成 28 年 5 月 18 日 

都留市加入 

4 環富士山地域における災害時の相互応

援に関する協定（環富士山火山防災連絡

会構成市町村） 

<山梨県> 

都留市、富士河口湖町、西桂町、

鳴沢村、忍野村、山中湖村、 

身延町 

<静岡県> 

沼津市、三島市、富士宮市、 

富士市、御殿場市、裾野市、 

長泉町、小山町、芝川町 

（※6） 

平成 18 年 5 月 10 日 

平成 28 年 5 月 23 日 

都留市加入 

6 災害時相互応援に関する協定書 

（富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワ

ーク会議構成市町村） 

<山梨県> 

富士河口湖町、西桂町、身延町、

鳴沢村、忍野村、山中湖村、 

道志村 

<静岡県> 

沼津市、熱海市、三島市、 

富士宮市、伊東市、伊豆市、 

富士市、御殿場市、下田市、 

裾野市、伊豆の国市、河津町、 

南伊豆町、西伊豆町、松崎町、 

函南町、清水町、長泉町、小山町、

芝川町（※6）、富士川町(※5) 

<神奈川県> 

小田原市、南足柄市、中井町、 

大井町、松田町、山北町、開成町、

箱根町、真鶴町、湯河原町 

平成 18年 11月 30日 

平成 20 年 4 月 1 日 

西伊豆町加入 

平成 23年 11月 25日 

東伊豆町加入 

7 大規模災害等発生時における相互応援

に関する協定書 

甲府市、都留市、大月市、韮崎市、

南アルプス市、甲斐市、笛吹市、 

北杜市、上野原市、山梨市、甲州

市、中央市（※4） 

平成 19 年 1 月 12 日 

40 山梨県・市町村被災者生活再建支援制度

に関する協定 

山梨県 平成 27年 11月 18日 

45 富士山火山噴火時における富士吉田市

の広域避難に関する覚書 

甲府市、韮崎市、南アルプス市、 

北杜市、甲斐市 

平成 28 年 4 月 6 日 

68 山梨県災害廃棄物等の処理に関する相

互支援協定 

山梨県知事 令和５年３月 16 日 

資料：富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月 

 



 

24 

 

【災害応急対応】 

支援市となった場合、被災自治体の支援ニーズや他の支援自治体の支援内容を把握した

上で協力・支援体制を構築する。 

 

・指揮できる人材（管理職）の派遣も検討する。 

・職員を被災地へ派遣する場合は、派遣する職員の安全に配慮する。 
 

 

 

図 2-5 山梨県災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定 図式 

 

イ 民間事業者との連携 

本市では災害廃棄物に係る協定を表 2-5 に示す民間団体と締結しており、これらを活用

する（図 2-6）。また、山梨県が災害廃棄物の処理及び障害物の除去について、関係団体と

協定を締結しており、本市はその協定も活用する（図 2-7）。 

今後さらに、自区域内の産業廃棄物事業者、リサイクル事業者や建設機材レンタル事業者

（協会）等が所有する前処理や中間処理で使用する施設、災害時に使用できる重機、車両な

どについて調査を行い、情報を継続的に更新するとともに、災害支援協定等を締結し、協力・

支援体制を構築する（表 2-6）。 

発災後は、災害時相互応援協定等に基づき本市より協力依頼を行い、仮置場の設置・運営

や災害廃棄物の処理を進めることとなる。 

主な手順としては、災害時相互応援協定等締結事業者に対し、①協力依頼文書の発出、②

民間事業者が対応可能な事項の回答、③覚書の締結、④事業者による活動、⑤決裁権者によ

留意事項 
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る専決処分、⑤応急対応期間の契約締結が挙げられる。 

 

表 2-5 災害時相互応援協定等一覧抜粋 

№ 協定名 協定締結先 締結年月日 

5 
災害時における応急対策業務に関する協

定書 

社団法人 山梨県建設業協会

都留支部 
平成18年11月1日 

11 
災害時の公共土木設置等の応急対策業務

に関する協定書 
富士吉田市建設安全協会 平成20年11月20日 

12 
災害時の建築施設等の応急対策業務に関

する協定書 
富士吉田建設業協会 平成20年11月20日 

13 
災害時の建築施設等の電気設備の応急対

策業務に関する協定書 
吉田電栄会 平成20年11月20日 

14 
災害時の水道施設等の応急対策業務に関

する協定書 
富士吉田市管工事協会 平成20年11月20日 

20 
災害時における生活系廃棄物の収集・運搬

等に関する協定書 
富士吉田市環境事業協同組合 平成23年12月20日 

37 
災害時における重機車両などの派遣協力

に関する協定書 
株式会社セイフコ 平成27年10月30日 

65 
災害廃棄物等の処理に関する基本協定書 

 
大栄環境株式会社 令和５年２月16日 

66 
災害廃棄物等の処理に関する基本協定書 

 
株式会社京葉興業 令和５年２月16日 

資料：「富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月」を基に作成 

 

【災害応急対応】 

災害支援協定に基づき整理した事業者リストを活用して協力・支援要請を行い、災害廃棄

物の収集運搬・処理・仮置場運営体制を構築する。 

 

図 2-6 協定締結団体との連絡体制 
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    出典：山形県災害廃棄物処理計画 平成 29 年４月（令和 6 年 5 月改定）  

図 2-7 山梨県協定締結団体との協力体制及び連絡体制 

 

表 2-6 関係団体等への協力支援の要請項目と要請先の例 

要請先 協力支援要請項目 

レンタル業者、建設機械リース業協会 ・粗大ごみ等の排出用機材、積込積替用機材 

・仮置場の積み込み用機材、整地用機材・人員 

浄化槽清掃業者、し尿収集運搬業者 ・し尿収集車両 

・し尿収集人員 

一般廃棄物・産業廃棄物関係団体 ・粗大ごみ等収集車両、収集人員 

・仮置場再搬出用機材・人員 

・仮置場緊急処理施設（破砕、焼却） 

土地所有者又は管理者 ・仮置場設置 

   出典：災害廃棄物対策指針【技 2-7】平成 17 年 6 月  
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 ボランティア参加と受入れ 

本市は、発災時、災害ボランティア（不特定多数の個人の災害ボランティア）、災害ボランティア団

体（重機や機材を有した専門性の高い団体）のそれぞれ特色に応じて、周知・広報の内容や連携方法

を検討するものとする。なお、被災者の親類縁者も休日を活用して手伝いに駆け付け、災害ボランテ

ィアと同様の活動を行うことも念頭において広報を検討・実施するものとする。 

 

A. 災害ボランティアの役割 

災害ボランティア活動のうち、災害廃棄物に関連するものとしては、以下のような支援活動が例と

して挙げられる。 

【災害廃棄物対応に係る災害ボランティアの支援活動（例）】 

① 一般家庭の敷地内に散乱した廃棄物の搬出 

② 浸水家屋の床下の泥出し 

③ 家屋内の被災した家財の搬出 

④ 貴重品や思い出の品等の整理・清掃 

※仮置場では重機の稼働や大型車両が走行すること、廃棄物に危険物や有害物質等が混入している

恐れがあり危険が伴うことから、災害ボランティアに仮置場での分別作業や常駐する形で荷下ろし補

助等の作業を依頼することは避ける。 

 

B. 災害ボランティアや社会福祉協議会との調整・協議 

災害廃棄物対応に災害ボランティアの協力を得るためには、災害ボランティアや社会福祉法人富

士吉田市社会福祉協議会と支援活動内容や範囲、危険リスク回避などについて調整・協議し、そ

の意向を踏まえて決定する必要がある。災害ボランティアに災害廃棄物対応の活動を依頼するに

当たっての検討事項は以下のとおり。 

 

【災害ボランティアに対して災害廃棄物対応の活動依頼する場合の検討事項】 

① 作業の必要性(緊急性、非代替性の観点から) 

② 社会福祉協議会の基本姿勢（想定している作業の種類と優先順位、派遣条件の確認と派遣の

可能性） 

③ 被災市町村としての怪我、事故防止対策及び発生時の体制整備 

④ その他ボランティアの健康、安全確保に係る事項 

 

C. 災害ボランティアとの連携方法 

〇災害時 

 災害ボランティアや社会福祉協議会との調整・協議の結果、協力を得られる場合は、以下の点

を踏まえること。 

【災害ボランティアへの情報提供・共有】 

・本市担当者は、災害廃棄物の分別方法や排出禁止物（便乗ごみ等）、搬出方法、搬出先（仮置場）、
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保管方法を、支援活動開始前に災害ボランティアへ説明する。（実際には災害ボランティアセンタ

ーを介して伝達することとなる。） 

・災害ボランティアが仮置場まで片づけごみを搬入する運搬手段については、予め本市が回収方

法を検討し、災害ボランティアに対して周知する。 

・本市担当者は、災害ボランティアに対して分別の必要性や意義を丁寧に説明する。 

【災害ボランティア団体等を交えた長期的な対応方針の検討】 

・災害規模が大きい場合など、長期的な対応が必要となる事項については、早期から災害ボラン

ティア団体等を交えて協議し、処理の目標、方針、相互の役割について認識を共有しながら活動

する。 

〇平時 

災害時に災害ボランティアや災害ボランティア団体と迅速、円滑、効果的に連携するため、本市

は以下の事項について準備を行う。 

・県と災害時支援ネットワークとの連携に関する動きや体制を認識・理解しておく。 

・市市民生活部福祉支援班および社会福祉法人富士吉田市社会福祉協議会が連携し、災害ボラン

ティアの中間支援団体等との調整を行うことを確認しておく。 

・日頃から災害時支援ネットワークと調整・協議し、あらかじめ役割等を確認しておく。 

・災害ボランティアの受入れ体制として、必要な対応事項や備品、宿泊施設、駐車場等について

平時から検討・準備しておく。 

※県は、「山梨県災害廃棄物処理計画」において、「被災市町村が行うボランティアへの周知・工法

について、助言や支援を行う」としている。 

【参考：災害ボランティアセンターでの作業】 

災害ボランティアセンターでの作業の流れは大まかに下図のとおりである。 
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STEP1 受付・マッチング・オリエンテーション 

・災害ボランティア希望者は、「名前」「住所」「専門技術・資格」「災害ボランティア経験」等について

受付票等に記入し、災害ボランティアセンターへ提出する。 

・災害ボランティア要請者は、依頼内容を記入した災害ボランティア要請票等に記入し、災害ボランテ

ィアセンターへ提出する。 

・災害ボランティア要請書に基づいて災害ボランティアを確保し、支援先ごとにグループを編成する。 

・災害ボランティアの心構え、作業内容、災害ボランティア活動にあたっての注意事項等を説明する。

災害廃棄物の処理に関わる災害ボランティアに対しては、分別方法や排出禁止物（便乗ごみ等）、搬出方

法、搬出先（仮置場）、保管方法について説明を行う。 

【留意点】 

・災害ボランティアの安全を確保するため、災害ボランティアセンターが設置されるまで、外部からの

災害ボランティア受入れは行わない。 

・災害ボランティア希望者は、できる限り仲介団体を利用して現地に赴くことが望ましい。 

・災害ボランティア希望者には必ずボランティア活動保険に加入してもらう。 

・災害廃棄物の撤去現場には、ガスボンベなどの危険物が存在するだけでなく、建材の中には石綿を 

含有する建材が含まれている可能性があることから、災害ボランティア活動にあたっての注意事項 

として必ず伝えるとともに、危険物等を取り扱う可能性のある作業は行わせないこと。 

・近年では水害が多発しており、水害被害を受けた家屋の床下の清掃や室内の乾燥を目的に、床材や壁

材を剥がす作業が必要となる場合もある。しかし、その作業には一定の技術や知識が必要となること、

家屋の破損や作業者の事故・怪我にもつながりやすく安全管理が必要となることから、災害ボランティ

アが独断では引き受けず、まずは災害ボランティアセンターへ相談するよう、注意を促すことも必要で

ある。 

STEP2 資材準備・送り出し 

・災害ボランティア活動に必要な資機材等を調達し、災害ボランティアへの貸出及び在庫管理を行う。 

・地図等で活動場所を確認し、活動先までの移送手段（バス等）を確保する。 

【留意点】 

・災害ボランティアの装備は基本的には自己完結だが、個人で持参できないものについては、できるだ

け災害ボランティアセンターで準備する。粉塵等から健康を守るために必要な装備（防じんマスク、安

全ゴーグル・メガネ）は必要である。 

 



 

30 

 

 

 

STEP3 ボランティア活動・報告 

・派遣先にて指示された災害ボランティア活動を行う。（災害廃棄物撤去・泥出し等） 

・活動終了後は災害ボランティアセンターにて人数確認と活動報告を行う。 

【留意点】 

・破傷風、インフルエンザ等の感染症予防及び粉じんやハエ等衛生害虫に留意する。予防接種のほか、

けがをした場合は、綺麗な水で傷を洗い、速やかに最寄りの医療機関にて診断を受けさせること。 

・津波や水害の場合、被災地を覆った泥に異物や汚物が混入し、通常の清掃作業以上に衛生管理の徹底

を図る必要がある。また、時間が経つほど作業が困難になる場合も多く、災害応急対応期（初動期、応

急対応（前半・後半））で多くの人員が必要となる。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 12】令和５年１月 20 日 作成 加工 

 

協力・支援側 

本市では災害時において、災害支援協定に基づいた支援の要請を受けた場合、被災地方公

共団体からの要請項目に合わせて協力・支援していく。 

本市では協力・支援の実施に当たり、平時から下記事項を準備する。 
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・本市職員において、災害廃棄物処理の実務経験者及び専門的な処理技術に関する知識・

経験を有する者をリストアップし、継続的に更新する。 

・本市のごみ処理施設、し尿前処理施設及び最終処分場における災害時の受入可能量や

運搬能力を把握する。 

・市内に施設を有する民間事業者が広域処理の受入に協力する際のルール（手続きの方

法や契約書の様式・フォーマット等）を準備する。 

・市民に対し、被災地の災害廃棄物の受け入れなど、災害廃棄物に対する広域処理の必

要性等に関して、広報等を活用し周知する。 

 

 

【災害応急対応】（再掲） 

支援市となった場合、被災自治体の支援ニーズや他の支援自治体の支援内容を把握した

上で協力・支援体制を構築する。 

 

・指揮できる人材（管理職）の派遣も検討する。 

・職員を被災地へ派遣する場合は、派遣する職員の安全に配慮する。 
 

 

 

4．職員への教育訓練 

本計画の実効性を高めるために、災害廃棄物対策の進捗に応じて人材育成（図 2-8、表 2-7）

を戦略的に進めるとともに、継続的に人材（図 2-9）を確保できるシステムを構築する。 

 

・環境美化センター班は、災害発生時に本計画が有効に活用されるよう記載内容につい

て職員へ周知するとともに、災害廃棄物処理計画を適宜見直す。 

・災害廃棄物処理の経験者や災害廃棄物・産業廃棄物処理技術に関する知識・経験を有

する専門家（D.Waste-Net 等）を交えた講習会・研修会等の定期的開催を、県や周辺

自治体に働きかけ、共同開催し、職員の能力維持・向上に努める。 

・教育訓練等の成果として災害廃棄物処理に係るマネジメントや専門的な処理技術に関

する知識・経験を習得した職員及び実務経験者のリストを作成する。整理したリスト

は定期的に見直し、継続的に更新する。 

 

 

留意事項 
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図 2-8 教育訓練（例） 

 

表 2-7 災害廃棄物分野における研修体系のイメージ 

 

出典：災害廃棄物に関する研修ガイドブック 総論編：基本的な考え方 2017 年 3 月 国立環境研究所 
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出典：災害廃棄物に関する研修ガイドブック 総論編：基本的な考え方 2017 年 3 月 国立環境研究所 

図 2-9 災害廃棄物処理に必要とされる能力 
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第2節 一般廃棄物処理施設等 

一般廃棄物処理施設等の耐震化、不燃堅牢化、浸水対策、非常用自家発電設備等の整備や断水

時に機器冷却水等に利用するための水の確保等の災害対策を講じるよう努める。 

廃棄物処理に係る災害等応急体制を整備するため、一般廃棄物処理施設等の補修に必要な資機

材の備蓄を行うとともに、収集車両や機器等を常時整備し、緊急出動できる体制を整備する。 

 

1．一般廃棄物処理施設等 

一般廃棄物処理施設等の耐震化等 

地震及び水害に強い廃棄物処理施設とするため、環境美化センターの耐震診断を実施し、

煙突の補強等耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等を図るとともに、図 2-10に示すよう

な災害発生時の施設での職員による対応を定めておく。また、災害時の人員計画、連絡体制、

復旧対策などをあらかじめ検討する。 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理施設等の補修体制の整備 

一般廃棄物処理施設等を修復するための点検手引きをあらかじめ作成しておく。 

 

・廃棄物処理施設が被災した場合に対処するため、補修等に必要な資機材の備蓄を行う。 

・災害時に移動手段の燃料が不足することを想定し、ガソリン等の備蓄を行う。 

・燃料や補機類の燃料について、市内全体で優先調達の協定締結などの対応を検討する。 

・廃棄物処理施設の点検、補修に備え、環境美化センターのプラントメーカー等との協

力体制を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水害対策】 

・補修等に必要な資機材（職員や技術者のための食料・車両・燃料・休憩所等を含む）や

施設の運転に必要な燃料・薬剤等を備蓄する。備蓄は浸水しない場所を選定する。 
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      出典：災害廃棄物対策指針 参考資料【参 18】平成 30 年 3 月改定  

図 2-10 地震発生時の対応フロー（参考） 
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【災害応急対応】 

一般廃棄物処理施設及び運搬ルートの被害内容を確認するとともに、安全性の確認を行

う。 

 

・安全性の確認は、平時に作成した点検マニュアルに基づき行う。 

・点検の結果、補修が必要な場合は、平時に検討した補修体制を参考に必要資機材を

確保し補修を行う。 

・水没したくみ取り便槽や浄化槽を清掃した際に発生するし尿汚泥は、公衆衛生の確

保のため、速やかに処理し、周辺の清掃、消毒を行う。 
 

 

2．仮設トイレ等し尿処理 

災害発生時には公共下水道（普及率 43.8％）が使用できなくなること等によりトイレが使用で

きなくなることを想定し（表 2-8）、発災初動時のし尿処理に関して、被災者の生活に支障が生

じないよう、仮設トイレ、マンホールトイレ、簡易トイレ、消臭剤、脱臭剤等の備蓄を行う。た

だし、本市で大規模災害に対処しうる備蓄を行うことは合理的ではないため、周辺自治体と協力

し、広域的な備蓄体制を確保するとともに、仮設トイレを備蓄している建設事業者団体、レンタ

ル事業者団体等と災害支援協定を締結し、し尿処理体制を確保する。また、市民、地域に対して、

各家庭での備蓄を呼びかけ、避難所において災害用トイレの設置訓練等を実施するなど、災害時

のトイレ確保に関して積極的に周知する。本市の指定避難所における建物全体収容人員に対する

仮設トイレの必要基数を表 2-9 に示す。今後の備蓄数や協定による仮設トイレの確保数等の参

考にする。また、公共下水道の耐震化を進める。 

 

表 2-8 災害時のトイレを確保する上での制約 

災害時に起こりうる事態 トイレを確保する上での制約等 

断水・屋内給水管の破損 ・流せなくなる。 

・手が洗えなくなる。（衛生環境の悪化） 

停電 ・戸別浄化槽ブロアーが停止すると、水洗トイレが使えなくなる。 

・マンション等では、水が汲み上がらず、水洗トイレが使えなくなる。 

下水道・集中処理浄化槽・

戸別浄化槽の破損 

・水が確保できても、排水先が破損している場合は、水洗トイレの使用

を中止する必要がある。 

し尿処理施設の破損 ・くみ取りを中止する必要がある。 

・くみ取りを継続する場合は、他地域への搬送・処理を実施する必要が

ある。 

大雨、洪水等による浸水の

継続 

・浄化槽等への逆流が発生するなどの被害の恐れがある。 

・下水処理場等の機能が停止する恐れがある。 

・戸別浄化槽のブロアーが故障すると水洗トイレが使えなくなる。 

避難所となる施設の 

既設トイレの被害 

・個室（便器）が使えない。 

・携帯トイレが使用できるスペースが確保できない。 

・避難者数に対する数が不足する。 

資料：避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン 平成 28 年 4 月 内閣府（防災担当） 

留意事項 

水害 
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 [トイレ個数（目安）] 

過去の災害における仮設トイレの設置状況や、国連等における基準を踏まえ、 

・災害発生当初は、避難者約 50人当たり１基 

・その後、避難が長期化する場合には、約 20人当たり１基 

・トイレの平均的な使用回数は、１日５回 

  を一つの目安として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成することが望ましい。 

 

資料：避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン 平成 28 年 4 月 内閣府（防災担当） 

 

表 2-9 富士吉田市指定避難所別仮設トイレ必要基数 

№ 避難所名 住  所 

建物全体 

収容人員 

（人） 

仮設トイレ 

(基数） 

1 市民会館 緑ケ丘 2-5-23 444  9  

2 下吉田第二小学校 緑ケ丘 2-8-2 321  6  

3 下吉田中学校 新町 4-12-27 430  9  

4 下吉田第一小学校 新町 1-8-1 183  4  

5 市立第一保育園 新町 1-2-1 204 4  

6 中央会館 下吉田 2-21-39 51  2  

8 県立吉田高等学校 下吉田 6-17-1 600 12  

9 市立第三保育園 下吉田東 2-14-21 220  4  

10 東町会館 下吉田 8-24-28 79  2  

11 下吉田東小学校 下吉田 9-21-1 215  4  

12 富士見町会館 富士見 3-2-8 95  2  

13 浅間町会館 浅間 1-6-5 75  2  

15 市立第四保育園 松山 4-11-27 392  8  

17 吉田西小学校 新西原 3-7-1 224  4  

18 県立富士北稜高等学校 新西原 1-23-1 798  16  

19 市立第六保育園 中曽根 1-10-1 153  3  

20 吉田中学校 上吉田 1-3-6 353 7  

22 上吉田コミュニティセンター 上吉田 4-9-11 604  12  

23 吉田小学校 上吉田 5-1-1 248  5  

25 県立ひばりが丘高等学校 上吉田東 4-3-1 420  8  

26 新屋会館 新屋 173-1 87  2  

27 市立第五保育園 新屋 1236 173  3  

30 大明見会館 大明見 5-1-18 106  2  

31 明見中学校 小明見 1-4-14 373  7  

32 明見小学校 小明見 1-4-6 249  5  

33 小明見会館 小明見 4-5-28 94  2  

35 向原会館 向原 2-1-5 84  2  

36 富士見台中学校 上暮地 1-6-1 240  5  

37 富士小学校 上暮地 1-22-1 189  4  

38 寿町会館 上暮地 4-7-18 75  2  

39 白糸町会館 上暮地 7-1-16 54  2  
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№ 避難所名 住  所 

建物全体 

収容人員 

（人） 

仮設トイレ 

(基数） 

41 竜ケ丘会館 竜ケ丘 3-4-33 103  2  

42 旭町会館 旭 3-4-1 72  2  

43 明見コミュニティセンター 大明見 6-16-19 284  6  

45 上暮地コミュニティセンター 上暮地 4-16-15 186  4  

46 中村会館 下吉田 3-12-9 77  2  

48 市立青少年センター 上吉田 4433-1 543  11  

50 下吉田コミュニティセンター 新町 4-12-34 328  7  

51 下吉田南コミュニティセンター 下吉田 6-16-1 203  4  

52 新町会館 新町 2-4-15 62 2  

53 中曽根会館 中曽根 2-9-28 46  2  

54 松山会館 新西原 3-17-3 95  2  

55 幸町会館 下吉田 5-14-4 49  2  

56 仲町会館 下吉田 1-10-5 65  2  

57 上宿会館 上吉田 5434-1 79  2  

58 西町会館 下吉田 1-8-32 28  2  

59 下宿会館 上吉田 3-14-12 71  2  

60 御茶屋町会館 下吉田 6-24-24 49  2  

62 熊穴団地集会場 上吉田 4356 22  2  

63 習志野市立富士吉田青年の家 上吉田 4443 418  8  

64 赤坂会館 新倉 3033-5 47  2  

66 富士学苑高等学校 緑ヶ丘 1-1-1 408  8  

68 ふじさんミュージアム 上吉田東 7-27-1 379  8  

69 市立第七保育園 小明見 4-9-1 206 4 

  計   11,679  248  
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【災害応急対応】 

●避難所における生活に支障が生じないよう、必要な数の仮設トイレや簡易トイレ等を確

保・設置するとともに、収集体制を構築する。設置後は計画的に管理を行うとともに、し

尿の収集・処理を行う。 

●本市でし尿の収集・処理ができない場合は、災害支援協定等に基づいて他の市町村や民間

事業者団体に支援を要請し、滞りなくし尿の収集運搬・処理体制を構築する。 

 

・簡易トイレ等を使用する場合は、定期的に回収できるような方法や体制について検討

する。 

・山梨県と連携し、次の事項を勘案して仮設トイレを計画的に設置し、設置状況を一元

的に管理する。 

① 避難所数と避難者数 

② 仮設トイレの種類別の必要数 

③ 支援地方公共団体からの応援者、被災者捜索場所、トイレを使用できない被災

住民等を含めた仮設トイレ設置体制の確保 

④ 用意された仮設トイレの一時保管場所の確保 

・平時に備蓄している仮設トイレを優先利用する。不足する場合は災害支援協定に基づ

いて建設事業者団体やレンタル事業者団体等から協力を得る。 
 

 

3．生活ごみ、避難所ごみの処理 

平時と同様に、災害時においても日々の生活から発生するごみは、家庭からは割れた陶磁器、

ガラス、家具、家電などの不燃ごみ、粗大ごみ、避難所からは容器包装類、ダンボール等が平時

より増え、使用済みトイレパックなどの平時とは異なるごみも発生する。 

発災直後も基本的に平時と同様の収集運搬体制を継続するため、本市ごみ収集・運搬委託業者

及び人員、機材等との協力・支援体制を構築する。また、災害時における契約手順等についても

あらかじめ整理しておく。 

 

生活ごみ 

災害時にも自宅にいる場合は生活ごみが発生するため、被害の規模が小さい地域は平時と

同様の分別で通常どおり収集を行う。なお、被害状況によっては、収集方法等が変更になる

場合があるため、災害時のごみの出し方等ルール化し、平時から市民への周知を図る。 

 

避難所ごみ 

避難所においても避難所ごみは平時の家庭ごみと同様の分別を基本とするが、管理方法に

注意が必要な特有の廃棄物も発生する。避難所から発生するごみのうち特に管理と注意が必

要な例を表 2-10に示す。 

留意事項 
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表 2-10 避難所で発生する特に管理上注意が必要な廃棄物（例） 

種類 発生源 管理方法 

腐敗性廃棄物（生ごみ） 残飯等 ハエ等の害虫の発生が懸念される。袋に入れて分別保

管し、早急に処理を行う。処理事例として近隣農家や

酪農家等によりたい肥化を行った例もある。 

し尿 携帯トイレ 

仮設トイレ 

携帯トイレで使用するポリマーで固められたし尿は

衛生的な保管が可能だが、感染や臭気の面からできる

限り密閉する管理が必要である。 

感染性廃棄物（注射針、

血の付着したガーゼ等） 
医療行為 ・保管のための専用容器の安全な設置及び管理 

・収集方法にかかる医療行為との調整（回収方法、処

理方法等） 

出典：災害廃棄物対策指針【技 16-1】令和 2 年 3 月 31 日 作成 加工 

 

発災直後の避難所開設時は混乱状態で、行政担当者の対応も難しいことが想定されること

から、トイレの確保・管理、衛生的な環境の維持などについて、平時から避難所運営関連部

署と連携に努める。 

 

表 2-11 平時の準備 

項目 準備内容 

トイレの確保・管理 ・災害用トイレの確保・管理計画を作成 

・災害時の水洗トイレの使用ルールを作成 

・くみ取り業者と協定締結 

・手洗い場の水、石鹸を確保 

・準備している災害用トイレを避難所に届ける手段 

の確保を決めておく 

衛生的な環境維持 ・ごみの集積場所を決める 

・災害時の避難所でのごみ分別ルールを作成 

  資料：避難所運営ガイドライン 平成 28 年 4 月 内閣府（防災担当） 

 

また、避難所ごみの発生量は表 2-12 により推計する。 

 

表 2-12 避難所ごみ発生量の推計方法 

避難所ごみ発生量 避難者数（人）×収集実績に基づいた発生原単位（ｇ/人日） 

収集実績に基づいた 

発生原単位 

「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）の過去 10 年間の 

富士吉田市 1 人 1 日当たりの排出量の平均値を用いる 

出典：山梨県災害廃棄物処理計画 平成 29 年 4 月（令和 6 年 5 月改定） 山梨県 
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【災害応急対応】 

避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行う。災害廃棄物と

区別するため、計画的な収集運搬・処理を行う。 

 

・避難所等の生活ごみは、発災後3～4日後には収集運搬・処理を開始することを目標

とする。 

・カセットコンロの使用量が増えるため、収集作業時はガスボンベによる発火事故に

注意する。 

・避難所においても、平時の分別を遵守し、分別した置き場を確保する。 

・廃棄物の腐敗に伴う害虫の発生や、生活環境悪化に伴う感染症の発生及びまん延が

懸念されることから、害虫の発生状況を把握し、駆除活動などの対策を講じる。 

・避難所において発生したトイレパック、おむつ、医療行為から発生した感染性廃棄

物（注射針、血液が付着したガーゼなど）の取扱は特に注意し、密閉できる容器な

ど特別な保管を行う。 
 

 

  

留意事項 
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第3節 災害廃棄物処理 

災害廃棄物処理に係る災害等応急体制を整備するため、災害廃棄物の一時保管場所である仮置

場の配置計画、災害廃棄物の広域的な処理・処分計画を策定することなどにより、災害時におけ

る応急体制を準備する。 

 

【災害応急対応】 

本計画を基に、災害廃棄物の発生量と廃棄物処理施設の被害状況等を把握した上で、災害

廃棄物実行計画を策定する。 

 

・発災直後は災害廃棄物量等を十分に把握できないこともあるが、災害廃棄物処理の

全体像を示すためにも実行計画を策定する必要があり、処理の進捗に応じて段階

的に見直しを行う。 
 

 

1．災害廃棄物の発生量・処理可能量 

災害廃棄物の発生量、富士吉田市環境美化センターでの災害廃棄物の処理可能量をあらかじめ

把握し、処理・処分計画の策定等の検討を行うための基礎資料とする。 

 

 

 

 

 

 

災害がれきの発生量 

「山梨県災害廃棄物処理計画」（平成 29 年４月（令和 6 年 5 月改定））では、モデルケー

スとした南海トラフの巨大地震における市内の被害棟数は、全壊、半壊、焼失を合わせて

2,709棟と想定されている。 

被害棟数と「災害廃棄物対策指針 第 3編資料編 技術資料１４－２」をもとに災害廃棄

物発生量を推計すると、134千トンと推計されている。 

 

表 2-13 災害廃棄物種類別発生量の推計結果 

 

資料：山梨県災害廃棄物処理計画 平成 29 年 4 月（令和 6 年 5 月改定）を基に算出 

  

【水害対策】 

・水害の場合、全壊や半壊しない建物でも床上浸水や床下浸水に伴い家財等が災害廃棄物

として搬出され、仮置場に搬入されることを想定する。 

留意事項 
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生活ごみ・避難所ごみの発生量 

災害時に発生する生活ごみ量を以下の方法で推計する。ここで示す生活ごみとは災害発生

後の片付けごみなどがピークの時に、災害廃棄物、片付けごみ以外で生活から発生するごみ

とし、避難者数を除いた市民を対象とする。 

また、発生した粗大ごみは災害ごみや片付けごみに含まれると考え、生活ごみには粗大ご

みは含まないものとする。 

以上の前提から生活ごみ量は下記の算出式で推計する。 

    

 生活ごみ＝（富士吉田市人口－避難者数）×（富士吉田市生活ごみ原単位－粗大ごみ原単位） 

                      ×増加率（1.05） 

  

［生活ごみ算出対象市民］ 

     
人口：R5 年 10 月 1 日時点人口 

避難者数：東海地震及び南海トラフ地震の住居制約者数 

資料：富士吉田市地域防災計画 令和 4 年 3 月 

 

  ［生活ごみ対象原単位］ 

 

資料：令和５年度一般廃棄物処理実態調査結果（令和７年 4 月 環境省） 

 

  ［増加率］ 

   阪神淡路大震災時のごみの発生状況から発災後のピーク時の増加率を採用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：神戸市地域防災計画 地震・津波対策編（平成 27 年） 

 

富士吉田市人口（人） 避難者数（人） 生活ごみ対象市民

46,846 6,079 40,767

富士吉田市

生活系ごみ

排出量（t/年）

富士吉田市

生活系粗大ごみ

排出量（t/年）

生活系ごみ

対象排出量

（t/年）

生活系ごみ

対象原単位

（g/人日）

11,731 557 11,174 653
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  ［推計結果］ 

   発災後の生活ごみ発生量は１日当たり 28トンと推計した。 

     （40,767（人）× 653(ｇ/人日)×1.05）/1,000,000＝約 28ｔ/日 

 

避難所ごみ発生量の推計方法 

避難所ごみの発生量は以下の方法で推計する。 

避難所からは、粗大ごみ、陶磁器・ガラス類等の不燃ごみの発生はなく、容器包装類や使

い捨て商品等の発生量が増加すると考え、以下の算出式で推計する。 

 

 避難所ごみ＝（避難所生活者数）×（富士吉田市生活ごみ原単位－粗大・不燃ごみ原単位） 

                      ×増加率（1.05） 

 

［避難所生活者数］ 

    「富士吉田市地域防災計画」から 

     避難所生活者数（住居制約者数）：6,079 人 

 

  ［避難所ごみ対象原単位］ 

 

資料：令和５年度 一般廃棄物処理実態調査結果 令和７年 4 月 環境省 

 

  ［増加率］ 

    生活ごみと同様に、阪神淡路大震災時のごみの発生状況から発災後のピーク時の増加率

を採用。 

 

 ［推計結果］ 

    避難所ごみ発生量は１日当たり 4トンと推計した。 

       （6,079（人）×635(ｇ/人日)×1.05）/1,000,000＝約 4ｔ/日 

   参考：令和５年度の生活ごみの実績 

        行政収集の家庭系ごみ量：10,338トン 

        直接搬入の家庭系ごみ量：1,393トン 

            計      ：11,731トン（ 28ｔ/日 ） 

 

 

富士吉田市

生活系ごみ

排出量（t/年）

富士吉田市

生活系粗大ごみ

排出量（t/年）

富士吉田市

生活系不燃ごみ

排出量（t/年）

生活系ごみ

対象排出量

（t/年）

生活系ごみ

対象原単位

（g/人日）

11,731 557 315 10,859 635
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2．処理可能量 

処理可能量 

富士吉田市環境美化センターの処理可能量を試算する。 

 

表 2-14 災害廃棄物等の処理可能量の定義 

対象 処理可能量（埋立処分可能量）の定義 

焼却（溶融）処理施設 処理可能量＝年間処理量（実績）×分担率 

最終処分場 埋立処分可能量＝年間埋立処分量（実績）×分担率 

出典：災害廃棄物対策指針【技 14-4】平成 31 年 4 月 1 日改定 

 

（参考）公称能力を最大限活用することを前提とした場合の災害廃棄物等の処理可能量の定義 

対象 処理可能量（埋立処分可能量）の定義 

焼却（溶融）処理施設 処理可能量＝公称能力―通常時の処理量 

最終処分場 埋立処分可能量＝残余容量―年間埋立量×10 年※ 

※残余年数を 10 年残すことを前提として設定 

出典：災害廃棄物対策指針【技 14-4】平成 31 年 4 月 1 日改定 

 

 

焼却施設における災害廃棄物等の処理可能量試算のシナリオの設定 

一般廃棄物処理施設については、現状の稼働状況に対する負荷を考慮して安全側となる低

位シナリオから災害廃棄物等の処理を最大限行うと想定した高位シナリオ、また、その中間

となる中位シナリオを設定し、処理可能量を試算した。 

なお、富士吉田市環境美化センターの廃棄物処理施設については、老朽化が進んでおり、

過度の負荷をかけると故障等が生じ、廃棄物処理が滞るおそれがあることから、上記シナリ

オに加え、既存施設の処理可能量は計算値の８割程度を見込むこととした。 

試算した結果、富士吉田市環境美化センターの処理可能量は年間約 3.2 千ｔと試算した。 

なお、富士吉田市環境美化センターが被災して処理ができない場合は、災害支援協定締結

先の自治体や民間企業での処理について協力・支援を要請する。 
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表 2-15 試算シナリオの設定（焼却処理施設） 

 低位シナリオ 中位シナリオ 高位シナリオ 環境美化センター 

稼働年数 20 年超の施設を

除外 

30 年超の施設を

除外 

制約なし 稼働後 23 年 

処理能力（公称能力） 100ｔ/日未満の

施設を除外 

50ｔ/日未満の施

設を除外 

30ｔ/日未満の施

設を除外 

170ｔ/日 

処理能力（公称能力） 

に対する余裕分の割合 

20％未満の施設

を除外 

10％未満の施設

を除外 

制約なし 5％ 

年間処理量（実績） 

に対する分担率（％） 

最大で 5％ 最大で 10％ 最大で 20％ 

 

最大で 10％ 

 

既存施設の処理可能量※    94t/日 

年間処理量（実績）    88t/日 

※過去の稼働実績から設定 

資料：災害廃棄物対策指針【技 14-4】平成 31 年 4 月 1 日 改定 等 加工 

 

富士吉田市環境美化センター処理可能量の試算 

     処理可能量＝32,091ｔ（R1～R5年度実績平均）×10％＝3,209ｔ/年＝88ｔ/日 

     （参考）余裕分：処理可能量 94ｔ/日－年間処理量 88t/日＝6ｔ/日 

 

既存施設の状況 

市内で現在稼働している施設の概要を表 2-16、表 2-17に示す。また、焼却施設の処理

実績を表 2-18に示す。 

 

表 2-16 焼却施設の概要 

 

 

表 2-17 リサイクルプラザの概要 

 

 

 

名　　称 富士吉田市　環境美化センターごみ処理施設工場棟

住　　所 山梨県富士吉田市小明見3丁目１１番３２号

敷地面積 　約　１６,５００　㎡

建築面積 　約　　４,１６０　㎡

延床面積 　約　１４,６００　㎡

竣工年月 　平成１５年３月

焼却能力 　１７０　ｔ/日（８５ｔ/２４ｈ×２炉）

炉 形 式 　全連続燃焼式焼却炉

発電方式 　復水式蒸気タービン（最大出力２,１００　ｋｗ）

処理能力
　３０　ｔ/日（１日5時間稼働）
　資源系　１８　ｔ/日　　　不燃系　１２　ｔ/日

処理の種別 　不燃ごみ（粗大ごみ）系、カン類・ビン類系
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表 2-18 焼却施設の処理実績 

   

注：焼却処理量には西桂町、忍野村、富士河口湖町分を含む。 

資料：各年度運転年報 

 

災害廃棄物処理期間の設定 

過去の災害廃棄物の処理期間を表 2-19に示す。東日本大震災等の大規模災害の処理期間

は 2 年～3 年を要しているが、災害廃棄物の発生量から、本計画における処理期間（目標）

を１年～1.5年と設定する。 

 

表 2-19 過去の災害廃棄物処理期間 

災害名 発生年月 災害廃棄物量 処理期間 

東日本大震災 平成 23 年 3 月 約 3,100 万 t 
約 3 年 

（福島県除く） 

阪神・淡路大震災 平成 7 年 1 月 1,500 万 t 約 3 年 

平成 28 年熊本地震 

（熊本県のみ） 
平成 28 年 4 月 303 万 t※1 約 2 年 

広島県土砂災害 平成 26 年 8 月 52 万 t 約 1.5 年 

常総市 平成 27 年 9 月 5.2 万 t 約 1 年 

大島町 平成 25 年 10 月 23 万 ｔ 約 1 年 

益城町 平成 28 年 4 月 32.9 万ｔ 約 2 年 

資料：災害廃棄物対策指針【技14-5】平成31年4月1日 改定 等 加工 

 

災害廃棄物の要処理量 

「解体廃棄物（全壊）」「解体廃棄物（半壊）」は被災家屋の解体を実施する復旧・復興期に

発生し、片付けごみは発災後すぐの災害応急対応期に排出される。 

特に片付けごみについては、発災後 3か月程度で集中して排出されるとともに、復旧・復興

期に向けた準備をするために、この期間内でできる限り処理まで完了する必要がある。 

 

（本市における要処理量） 

※表 2-13（「片付けゴミ」、「解体廃棄物（全壊）」、「解体廃棄物（半壊）」の量）を再掲。 

  

R1 R2 R3 R4 R5 平均

t/年 33,371 31,183 31,691 32,104 32,108 32,091

t/日 91.4 85.4 86.8 88.0 88.0 87.9

年度

焼却処理量
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（西桂町、忍野村、富士河口湖町の要処理量） 

富士吉田市環境美化センターで焼却処理している西桂町、忍野村、富士河口湖町の災害廃棄物

発生量は以下のとおり。 

 

 

災害廃棄物処理方針の検討 

前述のとおり、本市環境美化センターの処理能力の余裕分は小さく、発災後３か月間で発

生する本市及び２町 1村の片付けごみをすべて処理することは極めて困難である。 

従って、発災後３か月程度は、生活ごみ・避難所ごみを優先的に環境美化センターで処理

し、片付けごみを中心とした災害廃棄物については、原則民間及び市町村外の処理を検討す

るという方針を、平時において２町１村と協議し、取り決めておく必要がある。 

なお、発災後すぐに、山梨県内の他の自治体や民間事業者に支援を求められるよう、体制

を整備しておく必要がある。 

また、被災家屋の解体が始まる発災後４か月目以降の処理については、被災状況も勘案の

上、改めて計画を検討する。 

 

【災害応急対応】 

実行計画の策定、緊急時の処理体制の整備のため、被害状況を踏まえ災害廃棄物の発生

量・処理可能量の推計を行う。 

 

・発災直後は災害廃棄物量等を十分に把握できないこともあるが、災害廃棄物処理の

全体像を示すためにも実行計画を策定する必要があり、処理の進捗に応じて段階

的に見直しを行う。 

・災害廃棄物の発生量を把握するため損壊家屋等の損壊状況と棟数を把握する。 

・水害の場合は、浸水範囲を徒歩による現地確認や人工衛星画像、航空写真、ドロー

ン等を用いて把握する。 

・処理可能量は一般廃棄物処理施設等の被害状況を踏まえて推計する。 

・処理しなければならない量（処理見込み量）は、損壊家屋等の所有者の意思などに

より異なる。本市は、処理を進めていく上で選別・破砕や焼却の各工程における処

理見込み量を把握する。 
 

 

留意事項 

水害 
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3．処理スケジュール 

過去の大規模災害の災害廃棄物量や災害廃棄物処理期間等を勘案し、処理期間を 1.5年とする

（表 2-20）。 

処理スケジュールの検討に当たっては、損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）から処理・処

分、再生利用までの対応期間の目標を設定する。 
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表 2-20 処理スケジュール（案） 

 

 

なお、①～⑤に示すような緊急性の高いものについて、関係部署と調整を行い、優先して処理

する。 

 

～1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7～12ヶ月

仮置場

生活ごみ
避難所ごみ

片付けごみ

中間処理

最終処分

木くず、コンクリート
がらの再生利用

仮置場

災害がれきの収集

中間処理

最終処分

家屋解体・撤去

木くず、コンクリート
がらの再生利用

廃棄物量調査等

処理実行計画策定

１．避難施設・居住地の近傍の廃棄物（生活環境に支障が生じる廃棄物）等の処理

２．上記以外の廃棄物の処理

３．地域の実情に応じた処理体制の整備

1年目 2年目
１～6ヶ月

発災廃棄物処理

身近な一時仮置場確保

一次仮置場確保・開設

順次閉鎖

順次収集開始 通常収集

運営・管理

被災状況確認

既存施設での処理

既存施設での処分

運営・管理

既存施設での処理

過不足確認 集約

広域化処理・仮設処理施設の必要性の検討

既存施設での処理

広域化処理の必要性の検討

適宜修正

策定

適宜見直し
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  ①道路障害物の撤去 

  ②仮設トイレ等のし尿処理 

  ③有害廃棄物・危険物の回収（回収後、早期に処理が必要） 

  ④倒壊の危険性のある損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体） 

  ⑤腐敗性廃棄物の処理（水害廃棄物は、水分を多く含んでいるため、腐敗しやすく、悪臭・

汚水を発生するなど時間の経過により性状が変化する場合があることに留意する。） 

 

【災害応急対応】 

表 2-20に示した処理スケジュール案の考え方に基づき、以下に示す項目の被害状況等を

踏まえた処理スケジュールを検討する。 

①職員の被災状況、廃棄物の処分に関係する民間事業者の被災状況 

②片付けごみの排出状況 

③撤去（必要に応じて解体）が必要な損壊家屋等の棟数 

④災害廃棄物の性状ごとの発生量 

⑤処理施設の被害状況等を考慮した処理可能量など 

過去の事例を参考に、災害廃棄物の種類や量、その性状に応じて、災害廃棄物の排出や損

壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）から処理・処分、再生利用までの工程ごとに対応期間

の目標を設定する。 

 

・処理は以下に示す緊急性の高いものを優先する。処理に当たっては関係部局と調整す

る。 

①道路障害物の撤去 

②仮設トイレ等のし尿処理 

③有害廃棄物・危険物の回収（回収後、早期に処理が必要） 

④倒壊の危険性のある損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体） 

⑤腐敗性廃棄物の処理 

・緊急性が高くない災害廃棄物でも、時間の経過とともに再資源化が不可能になる場合

もあることから、災害廃棄物の種類と発災後の時間の経過を留意する。 
 

 

 

4．処理フロー 

災害廃棄物の推定量から算出した要焼却量、要埋立処分量等から、災害廃棄物の種類毎に処理

フローを検討する。 

本市の災害廃棄物の処理フローを図 2-11に示す。 

第 3節の 2で示したように、焼却処理が必要となる災害廃棄物のうち環境美化センターの処理

留意事項 
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能力を上回る廃棄物、及び柱角材・不燃物の処理や、最終処分が必要となる廃棄物（焼却灰等含

む）の処分については、協定締結先の民間事業者に処理を委託するとともに、他の自治体へ協力

を依頼する。 

 

 

図 2-11 災害廃棄物処理フロー（ケース B） 

 

【災害応急対応】 

処理方針、発生量・処理可能量、廃棄物処理施設の被害状況を踏まえ、図 2-11を参考に、

被災状況を加味して処理フローを作成する。 
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5．収集運搬 

災害時、特に発災直後は収集体制を上回る廃棄物が発生する場合があり、このような場合、

腐敗性廃棄物や有害廃棄物・危険物等を優先して収集運搬する必要がある。そのため平時から

災害時の収集運搬体制（優先する廃棄物の種類、収集運搬方法、収集ルート、資機材、運搬体

制）を検討しておく。 

 

収集運搬車両の確保 

生活ごみの発生量は平時と大きく変わらないと想定されるものの、粗大ごみやし尿が多く発生

することを想定し、表 2-21に示すような必要な車両を確保する。また、災害廃棄物等の収集運

搬を着実に実施できるよう、燃料の確保やタイヤ等の消耗品の確保、車両故障への対応策等に

ついて検討する。 

 

表 2-21 必要機材（例） 

収集運搬車両（災害廃棄物運搬用） 

 ・深あおり式清掃ダンプトラック 

・天蓋付き清掃ダンプトラック 

・ダンプトレーラー 

・脱着装置付コンテナ自動車 

・床面搬送装置装着車 

・ユニック車 

・フォークリフト 

・ラフテレーンクレーン 

・バキューム車 

・アーティキュレーテッドダンプトラック 

収集運搬車両（生活ごみ運搬用） 

 ・パッカー車 

・コンテナ傾倒装置付収集車（小型コンテナ用） 

・脱着装置付コンテナ自動車（大型コンテナ用） 

・クレーン式圧縮式ごみ収集車 

その他車輌 

 ・タンクローリー 

・高所作業車 

・散水車 

 

 

 

収集運搬の留意事項 

災害廃棄物の収集運搬を行うに当たっては、対応時期によって留意事項が異なるため、平

時、発災時・初動期、仮置場・再資源化施設・処理処分先等への運搬時に分けて考える必要

【水害対策】 

・気象情報等に注意しながら発災前に収集・運搬車両を避難させるなどの対策を行う。 
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がある。 

 

ア 平時の備え 

地元の建設業協会や産業廃棄物協会等と事前に協力体制及び連絡体制を確保しておくと

ともに、関係団体の所有する収集車両のリストを事前に作成しておく。 

 

イ 災害応急対応 

建物の撤去等によって発生する災害廃棄物だけでなく、片付けごみや避難所から発生する

生活ごみ（避難所ごみ）についても考慮する必要がある。 

発災時・初動期の収集運搬車両の確保とルート計画の留意事項を表 2-22に示す。 

 

表 2-22 廃棄物の種類と収集運搬車両の確保とルート計画の留意事項 

廃棄物種類 留意点 

災害廃棄物全般 ・災害初動時以降は、対策の進行により搬入が可能な仮置場が移るなどの変

化があるため、ＧＰＳと複数の衛星データ等（空中写真）を用い、変化に

応じて収集車両の確保と収集、運搬ルートが変更修正できる計画とする。 

・災害初動時は廃棄物の運搬車両だけでなく、緊急物資の輸送車両等が限ら

れたルートを利用する場合も想定し、交通渋滞等を考慮した効率的なルー

ト計画を作成する。 

片付けごみ ・発災直後は粗大ごみ等の片付けごみが排出される。片付けごみを収集車両

により回収する際、利用できる道路の幅が狭い場合が多く、小型車両しか使

えない場合が想定される。この際の運搬には２トンダンプトラック等の小

型車両で荷台が深い車両が必要となる場合もある。 

・直接、焼却施設へ搬入できる場合でも、破砕機が動いていないことも想定さ

れ、その場合、畳や家具等を圧縮・破砕しながら積み込めるプレスパッカー

車（圧縮板式車）が有効であった例もある。 

生活ごみ 

(避難所ごみを含む) 
・避難所及び被害のなかった地域からの生活ごみを収集するための車両（パ

ッカー車）の確保が必要となる。そのためには、発災直後の混乱の中で収集

車両及び収集ルート等の被災状況を把握しなければならない。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 17-3】平成 31 年 4 月 1 日改定 

 

ウ 仮置場・再資源化施設・処理処分先等への運搬時 

災害廃棄物のうち、解体廃棄物の運搬には 10 トンダンプトラックが使用されることが多

い。収集運搬が必要な災害廃棄物（推計量）から必要な車両台数を計算する。 

 

[撤去現場から仮置場へ搬入する場合（解体廃棄物のみ）] 

【算定式】 

  収集運搬車両の延べ必要台数（台/日） 

   ＝発生量（ｍ3）÷１台当たりの積載可能量（ｍ3/台）÷撤去・解体期間（日） 
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 災害廃棄物の見掛け比重 10トン車１台当たり積載可能量 

ガラ系 1.0～1.1（トン/ｍ3） 6.6～7.26（トン/台） 

木質系 0.4（トン/ｍ3） 4.0（トン/台） 

撤去・解体期間 12ヶ月 （週６日 概ね 310日） 

  ガラ系：64662ｔ÷6.9（トン/台）÷310日＝31台 

  木質系：19424ｔ÷4.0（トン/台）÷310日＝16台 

 

[仮置場から焼却施設や最終処分場などへ搬出する場合（災害廃棄物全般）] 

撤去・解体期間 18ヶ月 （週６日 概ね 470日） 

  ガラ系：110535ｔ÷6.9（トン/台）÷470日＝35台 

  木質系：33204ｔ÷4.0（トン/台）÷470日＝18台 

 

 ※ガラ系（不燃系）、木質系（可燃系）の比率は、富士吉田市災害廃棄物処理計画（R2.3）の数

値を準用した。 

 

・仮置場への搬入は収集運搬車両が集中する場合が多く、交通渋滞に配慮したルート計画

が要求される。ルート計画の作成に当たっては、できるだけ一方通行で完結できる計画

とし、収集運搬車両が交錯しないように配慮する。 

・災害廃棄物の搬入・搬出量の把握のためには、仮置場にトラックスケールを設置したり、

中間処理施設において計量したりすることが考えられる。ただし、それらの設備が稼働

するまでの間の補完のため、収集運搬車両の積載可能量と積載割合、積載物の種類を記

録して、推定できるようにしておくことも重要である。 

 

 

片付けごみの回収の留意事項 

発災初動期には片付けごみが大量に排出される。平成 28年熊本地震や平成 30年 7月豪雨

等では、道路上まで片付けごみがはみ出して置かれることで通行障害が生じたり、身近な空

地や道路脇等に災害廃棄物が自然発生的に集積（無人の集積所の発生）され、片付けごみが

混合化するといった様々な課題が生じた。 

いったんこのような状況になると、本市だけで回収し、自然発生的にできてしまった無人

の集積場所を解消することは不可能となり、多くの他自治体からの支援を受けて対応するこ

とになる。そのため、適切かつ迅速、円滑に片付けごみの回収を行うことができるよう、ま

た支援が必要となった場合に他自治体が迅速・円滑に支援を行うことができるよう、片付け

ごみの回収戦略を検討することが必要である。 

片付けごみについては、原則、市民等が直接仮置場に搬入する。なお、仮置場に搬入でき

るもの、できないものを、あらかじめ市民等に周知することとする。 

片付けごみの回収戦略の検討方法の全体像を図 2-12に示す。 
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【住民により自然発生的にできてしまった無人の集積場所】 

●一次仮置場の設置場所が被災地域から遠い場合や、災害廃棄物の搬入・搬出車両による渋滞等

により、住民が片付けごみを一次仮置場に持ち込むことが困難になると、身近な空地や道路脇

等に災害廃棄物が自然発生的に集積される例がよく見られる。 

●自然発生的にできてしまった無人の集積場所では、次のような問題がよく発生する。 

・災害廃棄物が分別されずに混合状態となる。 

・いつ、どこにできたかを災害廃棄物の収集担当部署が把握できない。 

・収集運搬車両（２トン車）が入れない場所に設置される場合がある。 

・生ごみ等の腐敗性廃棄物を含む生活ごみが混入し、悪臭、害虫が発生する。 

●このような集積場所が多数できると収集や解消に多大な労力を要するため、住民が一次仮置場

以外の場所に災害廃棄物を集積する場合には、担当課への連絡や協議を促すなど、本市の方針

について事前又は早期に周知することが重要である。またこのような集積場所が発生した場合

には、一次仮置場へ集約し、速やかに閉鎖（解消）することが必要である。 

●一方で、一次仮置場までの運搬手段のない住民にも配慮して、別途収集を計画するなどの対応

も検討することが必要になる。 

 

仮置場以外に置かれた片付けごみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害応急対応】 

収集運搬体制を構築する。体制構築に当たって、あらかじめ想定した収集運搬ルートなど

を被災状況に応じて見直す。必要に応じて他の地方公共団体等へ協力要請を行う。 

 

・片付けごみは発災後も初期段階から排出される。特に水害の場合は、片付けごみが発

災翌日から排出される。そのため、平時から取り決めておいた片付けごみの分別排出

ルールの周知・徹底に努める。 

・仮置場等に想定していない場所に片付けごみ等が集積されている状況がある場合、適

宜、巡回して場所を把握・確認し、計画的に収集する。 

・火災焼失した災害廃棄物は、有機物質の流出や再火災などの可能性があることから、

他の廃棄物と混合せずに収集運搬を行う。 

・廃棄物処理に当たっては季節によって留意する事項が異なるため、地域によっては台

風や積雪等による収集運搬への影響を考慮する。 

 
 

 

留意事項 

水害 

水害 
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収集運搬体制の整備に当たっての検討事項（例） 

 検討事項 

収集運搬車両の 

位置付け 

・地域防災計画の中に緊急車両として位置付ける。 

優先的に回収する 

災害廃棄物 

・有害廃棄物・危険物を優先回収する。 

・冬季は着火剤などが多く発生することが想定され、混合状態となる

と、爆発や火災等の事故が懸念されるため、これらのものが発見され

た際には優先的に回収する。 

・夏季は上記に加え、腐敗性廃棄物についても優先回収する。 

収集方法 ・仮置場へ搬入 

・排出場所を指定して収集 

・陸上運搬（鉄道運搬を含む）、海上運搬（道路などの被災状況により

収集運搬方法を決定する。） 

収集運搬ルート 

収集運搬時間 

・地域住民の生活環境への影響や交通渋滞の発生防止など総合的観点

から収集運搬ルートを決定する。 

・収集運搬ルートだけでなく、収集運搬時間についても検討する。 

必要資機材（重機・収

集運搬車両など） 

・水分を含んだ畳等の重量のある廃棄物が発生する場合は、積込み、積

降ろしに重機が必要となる。収集運搬車両には平積みダンプ等を使

用する。 

連絡体制・方法 ・収集運搬車両に無線等を設置するなど、災害時における収集運搬車

両間の連絡体制を確保する。 

住民やボランティア

への周知 

・災害廃棄物（片付けごみ）の分別方法や仮置場の場所、仮置場の持ち

込み可能日時など住民、ボランティアに周知する。 

・生活ごみ等の収集日、収集ルート、分別方法について住民等に周知す

る。 

その他 ・収集運搬車両からの落下物防止対策などを検討する。 

 出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30年 3月 環境省 
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資料：「平成 30 年度 災害廃棄物対策推進検討会 地域間協調ワーキンググループ」作成 

図 2-12 片付けごみの回収戦略の検討方法の全体像
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6．仮置場 

仮置場は、被災建物や廃棄物の速やかな解体・撤去、処理・処分を行うために設置する。仮置

場の名称と定義を表 2-23 に示す。 

仮置場は、発災後に初めて検討し、設置するのではなく、あらかじめ候補地や、配置、必要面

積を検討し、災害発生時にスムーズな運用が行えるようにしておく必要がある。また、候補地の

選定に当たっては、必要に応じて地元住民との事前調整を行う。 

 

表 2-23 仮置場の名称と定義 

名称 定義 

一次仮置場 ・道路啓開や住居等の片付け、損壊家屋の撤去（必要に応じて解体）等

により発生した災害廃棄物を被災現場から集積するために一時的に設

置する場所で、基本的に本市が設置して管理・運営し、最終的に閉鎖

（解消）する。なお、別の一次仮置場から災害廃棄物を一時的に横持

ちした場所や、粗選別を効率的に行うために設けた複数の一次仮置場

を集約した場所も一次仮置場に含まれる。 

・一次仮置場では、可能な限り粗選別しながら搬入すると同時に、バッ

クホウ等の重機や展開選別により、後の再資源化や処理・処分を念頭

に粗選別する。 

・場合によっては固定式又は移動式破砕機を設置し、角材や柱材、コン

クリート塊等の破砕処理を行う場合もある。 

二次仮置場 ・処理処分先・再資源化先に搬出するまでの中間処理が一次仮置場にお

いて完結しない場合に、さらに破砕、細選別、焼却等の中間処理を行

うとともに、処理後物を一時的に集積、保管するために設置する場所。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-1】平成 31 年 4 月 1 日改定 加工 

 

仮置場の必要面積の算定 

ア 仮置場の必要面積の算定方法 

発生した災害廃棄物の全量を仮置きできる面積を求める「方法１：最大で必要となる面積

の算定方法」と「方法２：処理期間と処理量（処理期間を通して一定の災害廃棄物の処理が

続くことを前提）を考慮した算定方法」の 2通りで算定する。 
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方法１：最大で必要となる面積の算定方法 

 

面積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

   集積量     ：災害廃棄物の発生量と同値（ｔ） 

   見掛け比重   ：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃物 1.1（ｔ/ｍ3） 

   積み上げ高さ  ：５ｍ以下が望ましい。 

   作業スペース割合：100％ 

注：仮置場の必要面積は、廃棄物容量と積み上げ高さから算定される面積に車両の走行 ス

ペース、分別等の作業スペ－スを加算する必要がある。阪神・淡路大震災の実績では、廃

棄物置場とほぼ同等か、それ以上の面積がこれらのスペ－スとして使用された。そこで、

仮置場の必要面積は廃棄物容量から算定される面積に、同等の作業スペースを加える。 

 

本市の災害廃棄物発生量の推計値から、最大で必要となる仮置場の面積は約 68 千㎡と算

定した（表 2-24）。 

 

表 2-24 仮置場最大面積の算定結果 

 

 

方法２：処理期間と処理量を考慮した算定方法 

この方法は災害廃棄物の収集（搬入）期間と全ての処理を終える期間を前提条件として

設定し、必要面積を算定する方法である。仮置場では災害廃棄物の搬入と搬出が並行して

行われることから、搬入量と搬出量の差の最大になる時を最大集積量とし、この保管面積

を求める。 

 

    面積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

    集積量     ：災害廃棄物の発生量－処理量 

    処理量     ：災害廃棄物の発生量÷処理期間 

    見掛け比重   ：可燃物 0.4（ｔ/ｍ3）、不燃物 1.1（ｔ/ｍ3） 

    積み上げ高さ  ：５ｍ以下が望ましい。 

    作業スペース割合：80％～100％ 
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   【前提条件】 

    可燃物：搬入期間 6ヶ月      処理期間 1.5年（18ヶ月） 

    不燃物：搬入期間 1年（12ヶ月）  処理期間 1.5年（18ヶ月） 

    期間内に一定量で搬入、処理が続くと設定 

    作業スペース割合：100％ 

 

以上の前提条件で処理期間と処理量を考慮した算定方法により算定した集積量の推移

は表 2-26に示すとおりである。 

最大集積量は種類別に異なるが、それぞれの仮置場必要面積は合計で最大になるのは、

災害廃棄物搬入から 6ヶ月目で、約 27千㎡と算出した。 

ただし、方法２の算定結果は搬入期間、処理期間が変われば、仮置場の必要面積も変化

する。 

方法１、方法２による仮置場面積の算定結果を表 2-25に示す。 

 

表 2-25 仮置場必要面積の算定結果 

算定方法 面 積 

最大で必要となる面積（方法１）    68千㎡ 

処理期間と処理量を考慮した面積（方法２）    27千㎡ 

                     ※参考：富士急ハイランド敷地面積（約 500 千㎡） 
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表 2-26 災害廃棄物種類別 仮置場必要面積の算定（方法２） 

 

 

※不燃系、可燃系の比率は、富士吉田市災害廃棄物処理計画（R2.3）の数値を準用した。 
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仮置場の確保と配置設計に当たっての留意事項 

仮置場は、災害発生時に円滑な運用が行えるように平時から候補地を選定し、必要面積や

配置を検討するなどの事前準備を進める。 

このためには、平時から庁内関係部局等と事前調整を行っておくことが必要となる。 

 

ア 仮置場候補地の設定のポイント 

平時 

○以下の場所及び表 2-27 に示す条件を参考に仮置場の候補地を選定する。 

◆公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設等の公有地（市有地、県有地、国有地等） 

◆未利用工場用地等で、今後の用途が見込まれておらず、長期にわたって仮置場として

利用が可能な民有地（借り上げ） 

◆二次災害のリスクや環境、地域の基幹産業への影響が小さい地域 

※空地等は災害時に自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等としての利用が想定され

ている場合もあるが、調整によって仮置場として活用できる可能性もあるため、これ

らを含めて抽出する。 

○都市計画法第 6 条に基づく調査で整備された「土地利用現況図」を参考に仮置場の候補

地となる得る場所の選定を行う方法もある。 

○候補地の合計面積が災害廃棄物処理計画上の必要面積に満たない場合は、表 2-27 に示

す条件に適合しない場所であっても、利用可能となる条件を付して候補地とする。（例：

街中の公園…リサイクル対象家電（４品目）等、臭気発生の可能性の低いものの仮置場

としてのみ使用する等） 

〇災害時の実効性を確保するため、事前に現地確認を行う。また、候補地の所有者に対し

て、災害時における仮置場としての利用について事前に理解を得ておく。 

〇これらの条件を満たす仮置場候補地として、表 2-28に示す公用地を選定した。なお、

候補地であり、発災時は、仮置場として使用するかどうかは、他の土地も含めて被災状

況に応じて都度判断する。 

 

表 2-27 仮置場候補地の選定に当たってのチェック項目 

項目 条件 理由 

所有者 ●公有地が望ましい（市有地、県有地、

国有地）。 

●地域住民との関係性が良好である。 

●（民有地の場合）地権者の数が少ない。 

●災害時には迅速な仮置場の確保が必

要であるため。 

 

面
積 

一次仮置場 ●広いほどよい。（3,000 ㎡は必要） ●適正な分別のため。 

二次仮置場 ●広いほどよい。（10ha 以上が好適） ●仮設処理施設等を設置する場合があ

るため。 

平時の土地利用 ●農地、校庭等は避けたほうがよい。 ●原状復旧の負担が大きくなるため。 

他用途での利用 ●応急仮設住宅、避難場所、ヘリコプタ

ー発着場等に指定されていないほう

がよい。 

●当該機能として利用されている時期

は、仮置場として利用できないため。 
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項目 条件 理由 

望ましいインフラ

（設備） 

●使用水、飲料水を確保できること。（貯

水槽で可） 

●火災が発生した場合の対応のため。 

●粉じん対策、夏場における熱中症対策

のため。 

●電力が確保できること。（発電設備に

よる対応も可） 

●仮設処理施設等の電力確保のため。 

土地利用規制 ●諸法令（自然公園法、文化財保護法、

土壌汚染対策法等）による土地利用の

規制がない。 

●手続、確認に時間を要するため。 

土地基盤の状況 ●舗装されているほうがよい。 

●水はけの悪い場所は避けたほうがよ

い。 

●土壌汚染、ぬかるみ等の防止のため。 

●地盤が硬いほうがよい。 ●地盤沈下が発生しやすいため。 

●暗渠排水管が存在しないほうがよい。 ●災害廃棄物の重量で暗渠排水管を破

損する可能性があるため。 

●河川敷は避けたほうがよい。 ●集中豪雨や台風等増水の影響を避け

るため。 

●災害廃棄物に触れた水が河川等へ流

出することを防ぐため。 

地形・地勢 ●平坦な土地がよい。起伏が少ない土地

がよい。 

●廃棄物の崩落を防ぐため。 

●車両の切り返し、レイアウトの変更が

難しいため。 

●敷地内に障害物（構造物や樹木等）が

ないほうがよい。 

●迅速な仮置場の整備のため。 

土地の形状 ●変則形状でないほうがよい。  ●レイアウトが難しくなるため。 

道路状況 ●前面道路の交通量は少ない方がよい。 ●災害廃棄物の搬入・搬出は交通渋滞を

引き起こすことが多く、渋滞による影

響がその他の方面に及ばないように

するため。 

●前面道路は幅員 6.0m 以上がよい。二

車線以上がよい。 

●大型車両の相互通行のため。 

搬入・搬出ルート ●高速道路のインターチェンジ、緊急輸

送道路、鉄道貨物駅、港湾(積出基地)

に近いほうがよい。 

●広域輸送を行う際に効率的に災害廃

棄物を輸送するため。 

周辺環境 ●住宅密集地でないこと、病院、福祉施

設、学校に隣接していないほうがよ

い。 

●企業活動や農林水産業、市民の生業の

妨げにならない場所がよい。 

●粉じん、騒音、振動等による市民生活

への影響を防止するため。 

●鉄道路線に近接していないほうがよ

い。 

●火災発生時の鉄道への影響を防ぐた

め。 

被害の有無 

 

●各種災害（洪水、液状化、土石流等）

の被災エリアでないほうがよい。 

●二次災害の発生を防ぐため。 

その他 ●道路啓開の優先順位を考慮する。 ●早期に復旧される運搬ルートを活用

するため。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-3】令和５年１月 20 日改定 
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表 2-28 仮置場候補地 公有地 

No. 名称 敷地面積 

（㎡） 

所在地 地区 

1 環境美化センター行政財産地区内 4,544 小明見 746-1 他 明見 

2 環境美化センター行政財産地区内 3,349 小明見 3 丁目 788-1 他 明見 

3 市民会館第 2 駐車場 5,350 緑ヶ丘 2 丁目 890 番 9・891 番 1 下吉田 

4 笹子コミュニティスポーツ広場 4,344 小明見 3 丁目 15 番 13 号 明見 

5 冨士散策公園駐車場 4,171 新屋字中サス 1770 番地 12外 上吉田 

6 富士山レーダドーム公園駐車場 3,080 新屋字中サス 1936 番地 1 上吉田 

7 冨士の杜・巡礼の郷公園駐車場 3,335 上吉田東 7 丁目 2 番 7 号 上吉田 

8 富士吉田道の駅駐車場 6,828 新屋 3 丁目 7 番 3 号 上吉田 

9 明見湖公園駐車場 1,700 小明見字海端 3356 番地 明見 

10 城山東農村公園 8,215 上吉田字大久保 2100 番地 上吉田 

 

 

災害時 

○災害時に候補地から仮置場を選定する場合は、以下の点を考慮する。 

◆被災地内の住区基幹公園や空地等、できる限り被災者が車両等により自ら搬入するこ

とができる範囲（例えば学区内等）で、住居に近接していない場所とする。 

◆住民説明会、住民代表への説明・文書配布等により、仮置場は地域の生活環境保全と

早期の復旧・復興のために必要不可欠であること等を地域住民へ説明する。 

◆仮置場が不足する場合は、被災地域の情報に詳しい住民の代表者（町内会長等）とも

連携し、新たな仮置場の確保に努める。 

 

イ 仮置場を開設するに当たってのポイント 

災害時には、前項で示した点を考慮して選定した候補地の中から仮置場を選定して設置す

る。設置に当たってのポイントは、次のとおりである。 

 

・発災直後から排出される片付けごみの保管場所として、仮置場の開設は迅速に行う必要

がある。 

・仮置場の開設に当たっては、場所、受付日、時間、分別・排出方法等についての広報、

仮置場内の配置計画の作成、看板等の必要資機材の確保、管理人員の確保、協定締結事

業者団体への連絡等、必要な準備を行った上で開設する。 

・迅速な開設を求められる中にあって、住宅に近接している場所を仮置場とせざるを得な

い場合には、周辺住民の代表者（町内会長等）あるいは周辺住民に事前に説明する。 

・仮置き前に土壌の採取を行い、必要に応じて分析できるようにしておく。 

・民有地の場合、汚染を防止するための対策と原状復旧時の返却ルールを事前に作成して、

地権者や住民に提案することが望ましい。 
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一次仮置場の配置計画 

一次仮置場の配置計画の注意事項を表 2-29 に、配置例を図 2-13に示す。 

 

表 2-29 一次仮置場の配置計画（レイアウト）の注意事項 

項目 注意事項 

人員の配置 ・ 出入口に交通誘導員を配置し、入口に受付を設置する。 

・ 分別指導や荷下ろしの補助ための人員を配置する。 

出入口 ・ 出入口には門扉等を設置する。門扉を設置できない時は、夜間に不法投棄されない

よう、重機で塞いだり、警備員を配置する。 

待車スペー

ス、駐車場 

・渋滞防止のため、仮置場への搬入車両や仮置場からの搬出車両が待機するための待

車スペースを可能な範囲で確保するよう努める。 

・仮置場の作業員等が使用するための駐車場スペースを確保する。 

動線 ・ 搬入・搬出する運搬車両の動線を考慮する。左折での出入りとし場内は一方通行と

する。そのため、動線は右回り（時計回り）とするのがよい。場内道路幅は、搬入車

両と搬出用の大型車両の通行が円滑にできるよう配慮する。 

地盤対策 ・土地の返還を想定して仮置き前に土壌の採取を行い、必要に応じて分析できるよう

にしておく。 

・降雨時等に災害廃棄物からの油脂、塩類、有害物質等の溶出が想定されることから、

遮水シート敷設等による漏出対策について必要に応じて検討する必要がある。 

・仮置場の地面について、特に土（農地を含む）の上に仮置きする場合、車両・建設機

械の移動や作業が行いやすいよう砕石、鉄板等の敷設を検討する。仮置場は運動場

等に設置される場合が多いが、運動場は多くの車両が走行することは想定されてい

ないため、必要最低限の砕石、鉄板等の敷設を検討する。選択に当たっての利点・欠

点を以下に示す。 
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災害廃棄物

の配置 

・ 災害廃棄物は分別して保管する。 

・ 災害廃棄物の発生量や比重を考慮し、木材等の体積が大きいもの、発生量が多いも

のはあらかじめ広めの面積を確保しておく。地震と水害では、発生量が多くなる災

害廃棄物の種類は異なることから、災害の種類に応じて廃棄物毎の面積を設定する。 

・ 災害廃棄物の搬入・搬出車両の通行を妨害しないよう、搬入量が多くなる災害廃棄

物（例：可燃物/可燃系混合物等）は出入口近傍に配置するのではなく、仮置場の出

入口から離れた場所へ配置する。 

・ 搬入量が多く、大型車両での搬出を頻繁に行う必要がある品目については、大型車

両への積み込みスペースを確保する。 

・ スレート板や石膏ボードにはアスベストが含まれる場合もあるため、他の廃棄物と

混合状態にならないよう離して仮置きする。また、スレート板と石膏ボードが混合

状態にならないよう離して仮置きする。またシートで覆うなどの飛散防止策を講じ

る。 

・ ＰＣＢ及びアスベスト、その他の有害・危険物、その他適正処理が困難な廃棄物が

搬入された場合には、他の災害廃棄物と混合しないよう、離して保管する。 

・ 時間の経過とともに、搬入量等の状況に応じて、レイアウトを変更する。 

その他 ・仮置場には、災害廃棄物処理事業の対象ではない「便乗ごみ」が排出されやすいた

め、受付時の被災者の確認、積荷チェック、周囲へのフェンスの設置、出入口への警

備員の配置など防止策をとる。フェンスは出入口を限定する効果により不法投棄を

防止することに加え、周辺への騒音・振動等の環境影響の防止や目隠しの効果が期

待できるものもある。 

・ 木材、がれき類等が大量で、一次仮置場で破砕したほうが二次仮置場へ運搬して破

砕するよりも効率的である場合には、一次仮置場に破砕機を設置することを検討す

る。破砕機の設置に当たっては、廃棄物処理法第９条の３の３の規定に基づく非常

災害時の特例（市町村から災害廃棄物の処分を委託された者が、一般廃棄物処理施
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設（一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。）を設置しようとする場合には、都

道府県知事の許可を不要とし、届出で足りることとするもの。）を活用することで手

続期間を短縮できる。ただし、本特例措置を適用するためには、処理施設が設置さ

れる市町村において、生活環境影響調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対

象となる一般廃棄物処理施設の種類、縦覧の場所及び期間等について定めた条例を

平時からあらかじめ制定しておくことが必要である。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-3】令和５年１月 20 日改定 

 

図 2-13 一次仮置場の災害廃棄物配置例 

 

仮置場例（平成 28年 九州北部豪雨） 
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仮置場の運用に当たっての留意事項 

仮置場の運用に当たっての注意事項を表 2-30に示す。 

なお、仮置場の運営については、協定締結先の民間事業者に委託するものとするが、発災

初期においては、本市職員による市民への説明や仮置場利用の誘導なども併せて行う。 

 

表 2-30 仮置場の運用に当たっての留意事項 

項目 注意事項 

人員の確保 ・仮置場を管理・運営するためには、受付（被災者、場所の確認、積荷のチェック）、

出入口の交通誘導員、分別指導員、荷下ろし補助員等が必要である。特に発災初期

は人員の確保に時間を要することが多いため、円滑に人員を確保できるよう、あら

かじめ庁内での応援体制を構築しておく。併せて、近隣自治体との災害支援協定の

活用やシルバー人材センター等との連携について平時から協議し、円滑な人員確保

のための体制を整えておくことが重要である。 

災害廃棄物の

分別 

・災害廃棄物の分別は大きなメリットがあり、分別の必要性と方針を初動時に明示し、

市民等の協力を得ることが重要である。 

・仮置場における分別等は、担当職員の指導はもとより、各現場で作業を行う人材（応

援者、地元雇用者等）の能力や認識に相当依存することから、リーダーや役割分担

を決め、分別の重要性、内容、方法について共通理解を図った上で、分別を行うこと

が重要である。 

・また、被災場所等の片付けや仮置場への搬入は、ボランティア活動によるものが大

きいことから、ボランティアの取りまとめを行う社会福祉協議会等と分別に係る情

報交換を行って共有を図りつつ、分別や安全の確保を徹底する。教材として「災害

廃棄物早見表」（一般社団法人廃棄物資源循環学会）を活用すると良い。 

搬入量・搬出量

の把握 

・災害廃棄物処理の進捗や処理費用を管理するためには、搬入量・搬出量の把握が重

要である。特に処理・処分先への搬出量は、国庫補助金を申請する上で必須の情報

でもある。そのため、搬出量については必ず計量機で計量し、記録することが必要

である。搬入量についても、簡易計量機等での計量が望まれるが、これらを設置で

きない場合には、搬入台数（車種別）を計数、記録しておく必要がある。 

早期の搬出と

仮置場の整理・

整頓 

・分別により、金属や廃家電等は仮置場から早期に搬出でき、仮置場スペースの確保

が容易となる。また、適切な仮置場の管理・運営が行えるよう、定期的に仮置場の整

理・整頓を行うことも必要である。 

野焼きの禁止、

便乗ごみ・不法

投棄の禁止 

・仮置場の不足や周知が不十分な場合、野焼きをする市民が出てくる可能性がある。

環境・人体への影響上、「野焼き禁止」を呼びかけておく必要がある。 

・便乗ごみや不法投棄を防止するため、仮置場に受付を設置し、被災者の確認及び積

荷のチェックを行う。併せて、広報紙や看板等による市民等への周知や、夜間の不

法投棄防止のための出入口の施錠、警備員の配置も必要となる。 

・市民が自宅近傍に自ら集積所を設置する場合がある。これらの場所は不法投棄につ

ながる場合があることから、一次仮置場への搬入を促し、速やかに閉鎖（解消）する

ことが必要となる。 

仮置場の 

安全管理 

・仮置場での事故防止のため、重機の稼動範囲をコーンで囲うなど立ち入り禁止区域

を明示し、誘導員の配置や注意喚起を行う等、安全管理を徹底する。 

・作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの混入に備え、必

ず防じんマスクやメガネを着用する。靴については、破傷風の原因となる釘等も多

いため、安全長靴をはくことが望ましいが、入手困難な場合、長靴に厚い中敷きを

入れるなどの工夫をする。 

・夏場においては、休憩時間の確保や水分・塩分の補給等、熱中症対策を行う。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-4】平成 31 年 4 月 1 日改定 
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【災害応急対応】 

＜仮置場の必要面積の算定＞ 

被害状況を反映した発生量を基に、表 2-25に示した必要面積を見直す。 

 

＜仮置場の確保＞ 

空地等は、自衛隊の野営場や避難所、応急仮設住宅等への利用が想定されるため、関係部

局と調整の上、仮置場を確保する。市有地だけでは不足する場合は、国有地、県有地等提供

の協力を求める。 

 

・仮置場の確保には、平時に選定した仮置場が基本となるが、災害時は落橋、がけ崩れ、

水没により仮置場へアプローチできないなどの被害状況、仮置場の規模を踏まえ、必

要に応じて見直す。 

・仮置きする廃棄物及び選別作業等の種類、仮置き予定期間と返却後の土地用途を勘案

し、可能な範囲で供用前に仮置場の土壌を採取し分析を行い、土壌汚染状況を把握す

る。 

・住民が仮置場へ災害廃棄物を自ら持ち込む場合を考慮し、複数箇所の仮置場を設ける

ことに努める。 

・仮置場の用地が私有地になった場合は、平時に検討したルールに基づき貸与を受け

る。 

・通常のごみ集積所や小規模公園、歩道などに片付けごみ等が廃棄され、道路通行の支

障や生活環境の悪化を招かないよう、住民への周知の徹底を図る。 

 

＜仮置場管理のため資機材・人材確保＞ 

仮置場を管理・運営するために必要となる資機材・人材を確保する。 

 

・仮置場には、分別仮置きのための看板、保管している廃棄物の山を整地するための重

機等が必要となるほか、搬入の受付、場内案内、分別指導、荷降ろし等の人員を確保

する。 

・必要に応じて仮置場の管理には他の地方公共団体や民間事業者等に支援を要請する。 

・確保した仮置場には、敷鉄板や砕石、砂利等の敷設に努める。 

 

＜仮置場の設置・管理・運営＞ 

仮置場での保管に際し、廃棄物が混合状態とならないよう、分別排出・分別仮置きの指導

を行う。 

災害廃棄物の飛散防止策として、散水の実施及び仮置場周囲への飛散防止ネットや囲い

の設置又は、フレキシブルコンテナバッグに保管するなど対応する。 

留意事項 

留意事項 
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石綿を含む廃棄物が仮置場へ搬入された場合には、環境省が策定した「災害時における石

綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改定版）（平成29年9月）」に基づき飛散防止措置を実

施する。 

災害廃棄物を仮置きする前に、汚水による公共の水域及び地下水の汚染、土壌汚染等の防

止策を講じる。 

 

・仮置き前に汚染防止策を講じることができない場合は、搬入対象廃棄物を汚水が少な

い種類の廃棄物に限定するなど、汚染防止に努める。 

・火災焼失した災害廃棄物は別途保管に努める。 

・太陽光発電設備や、電気自動車・ハイブリッド車等の高電圧の蓄電池を搭載した車両

を扱う場合は、感電の危険性があることから、取扱注意を周知する。 

 
 

 

7．環境対策、モニタリング 

廃棄物処理現場（建物の解体現場や仮置場等）における労働災害の防止、その周辺における地

域住民への生活環境への影響を防止することを目的に環境モニタリングを実施する。 

市では環境モニタリングが必要な場所を平時に認識し、処理施設・装置の位置や検討した処理・

処分方法を前提に、どのような環境項目について配慮する必要があるのか平時に把握する。 

建物の解体現場及び仮置場における環境モニタリングの例を表 2-31 に示す。 

環境モニタリング項目は実際の災害廃棄物処理器機の位置や処理・処分方法を踏まえて、再検

討を行う。また、災害廃棄物の処理の進捗に伴い、必要に応じて、環境項目以外の調査項目を加

えて見直し・追加を行う。 

また、環境モニタリング地点の選定の考え方の例を表 2-32 に示す。なお、環境モニタリング

地点は、実際の被害状況や災害廃棄物処理器機の位置、処理・処分方法を踏まえ、再検討を行う。 

さらに、災害廃棄物関連地点だけでなく、地域の化学物質の使用、保管実態を把握し、大規模

な事故、災害時における初動調査が円滑に実施できるよう、市や事業者の緊急対応マニュアルの

作成を推進する。 

  

留意事項 
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表 2-31 災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全策 

影響項目 環境影響 対策例 

大   気 ・解体・撤去、仮置場作業にお

ける粉じんの飛散 

・石綿含有廃棄物（建材等）の

保管・処理による飛散 

・災害廃棄物保管による有害

ガス、可燃性ガスの発生 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別、処理装置への屋根の設置 

・周囲への飛散防止ネットの設置 

・フレコンバッグへの保管 

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底 

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視 

・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別による可燃性

ガス発生や火災発生の抑制 

振動・騒音 ・撤去・解体等処理作業に伴

う騒音・振動 

・仮置場への搬入、搬出車両

の通行による騒音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲等に防音シートを設置 

土 壌 等 ・災害廃棄物から周辺土壌へ

の有害物質等の漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・ＰＣＢ等の有害廃棄物の分別保管 

臭   気 ・災害廃棄物からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シートによる被覆等 

水   質 ・災害廃棄物に含まれる汚染

物質の降雨等による公共水

域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理 

・水たまりを埋めて腐敗防止 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-5】平成 31 年 4 月 1 日改定 

 

表 2-32 環境モニタリング地点の考え方（例） 

①大気、臭気 環境モニタリング地点は、災害廃棄物処理現場の風下で周辺に環境保全対象が存在す

る位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場所が複数ある場合は、環

境モニタリング地点を複数点設定することも検討事項である。 

②騒音・振動 発生源と受音点の位置を考慮し、環境モニタリング地点は騒音・振動の影響が最も大

きいと想定される位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場所が複数

ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定することも検討事項である。 

③土壌等 土壌については、事前に集積する前の土壌等 10 地点程度を採取しておくと、仮置場

や集積所の影響評価をする際に有用である。また仮置場を復旧する際に、仮置場の土

壌が汚染されていないことを確認するため、事前調査地点や土壌汚染のおそれのある

災害廃棄物が仮置きされていた箇所を調査地点として選定する。 

④水質 雨水の排水出口近傍や汚土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされていた箇

所を調査する。 

出典：災害廃棄物対策指針【技 18-5】平成 31 年 4 月 1 日改定 
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【災害応急対応】 

＜環境モニタリング＞ 

●地域住民の生活環境への影響を防止するために、仮置場内又は近傍において、可能な範囲

で大気質、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の環境モニタリングを行い、被災後の状況を

住民等へ情報提供する。特に、発災後、可能な限り早い段階で一般大気中の石綿測定を行

うことが重要であり、実施に際しては環境保全担当部署に協力を要請する。 

●石綿測定に当たっては、環境省が策定した「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマ

ニュアル（改定版）（平成29年9月）」を参照する。 

＜悪臭及び害虫発生の防止＞ 

 ●腐敗性廃棄物を優先的に処理し、消石灰等を散布するなど害虫の発生を防止する。 

 

 

 

 

・仮置場などにおいて悪臭や害虫が発生した場合には、消臭剤や脱臭剤、殺虫剤の散

布、シートによる被覆等の対応を検討する。薬剤の散布に当たっては専門機関に相

談の上で実施する。 

 

＜仮置場における火災対策＞ 

●仮置場における火災を未然に防止するための措置を、専門家の意見を参考に実施する。ま

た、万一火災が発生した場合、二次被害の発生を防止するための措置も併せて実施する。 

 

 

 

・災害廃棄物の内部で蓄熱が進むと火災が発生する場合がある。災害廃棄物の積み上

げ高さの制限、散水の実施、堆積物の切り返しによる放熱、放熱管の設置などを実施

するとともに、定期的に温度監視や可燃性ガスの濃度の測定を行い、火災の未然防

止に努める。 

・万一火災が発生した場合に備え、初期消火のための消火栓、防火水槽、消火器の設

置、作業員に対する消火訓練の実施に努める。なお、消火器は圧力容器であり、破

損・変形したものや水害を受けたものは、作動時に破裂のおそれがあるため使用し

ない。 

・万一火災が発生した場合は、消防と連携し、迅速な消火活動を行う。消火器や水など

では消火不能な危険物に対しては、消防の指示に従い適切に対応する。 

 

 

 

8．仮設処理施設 

仮設焼却処理施設 

本市では先（第 3節 2.処理可能量）に示したように、本市の処理能力を超える災害廃棄

物は他の自治体や民間事業者の支援を得て処理する方針とする。 

仮設焼却処理施設が必要な規模の災害の場合は、山梨県と協議して、被害の状況に応じて

対応を決定する。 

 

留意事項 

留意事項 
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9．損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体） 

被害の大きな損壊家屋等については、撤去（必要に応じて解体）（以下「撤去等」という。）す

る場合があり、原則として所有者がこれを実施する。本市はこの場合に備えて関係部局と対応方

法について平時から協議する。 

公費による撤去等を実施するかは関係部局と協議して基準を検討しておく。 

公費による撤去等を行う場合は、撤去スケジュールを検討しておく。 

また、道路担当部局等と調整し通行支障がある災害廃棄物及び損壊家屋等、倒壊の危険性のあ

る損壊家屋等を優先的に撤去等するなど、撤去等の優先順位を検討しておく。 

倒壊家屋等の撤去等に当たっては、石綿対策として、被災建造物の所有者から石綿を含有した

建材の有無を確認し、その情報を撤去等事業者へ周知し、他の廃棄物への混入を防ぐこと。 

また、撤去等の申請受付事務は作業量が多いことから、申請受付のための体制を整えておく。 

 

損壊家屋等の撤去（必要に応じて解体）の留意点 

・可能な限り所有者等へ連絡を行い、調査計画を事前に周知した上で被災物件の立ち入り

調査を行う。 

・一定の原型を留めた建物及び倒壊の危険があるものは土地家屋調査士を派遣し、建物の

価値について判断を仰ぐ。 

・撤去・解体の作業開始前および作業終了後に、動産、思い出の品等を含めて、撤去前後

の写真等の記録を作成する。 

・撤去及び解体作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うとともに、適切な保

護具を着用して作業を実施する。 

・廃棄物を仮置場へ撤去する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に努め、でき

るだけ焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。 

 

 

【災害応急対応】 

＜石綿対策＞ 

平時に把握した石綿含有建材の使用状況を確認し、その情報を関係者へ周知し、他の廃棄

物への混入を防ぐ。 

石綿含有建材を使用した損壊家屋の撤去等、石綿を含有する廃棄物の撤去や収集・運搬に

当たっては、環境省が策定した「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改

定版）」により安全に配慮する。 

 

＜太陽光パネル、蓄電池等への対応＞ 

太陽光発電設備や家庭用、業務用の蓄電池等の撤去に当たっては、感電のおそれがあるた

め、取扱いに注意する。 

電気自動車やハイブリッド車等の高電圧の蓄電池を搭載した車両を取り扱う場合には、
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感電する危険性があることから、十分に安全性に配慮して作業を行う。 

 

＜災害廃棄物の撤去、損壊家屋等の撤去等＞ 

損壊家屋の撤去等は原則として所有者が実施する。 

通行上支障がある災害廃棄物を撤去し、倒壊の危険性のある建物から優先的に撤去等を

行う。この場合においても分別を考慮し、緊急性のあるもの以外はミンチ解体を行わない。 

 

・建物の優先的な撤去等は、現地調査による危険度判定や所有者の意思を踏まえ、決

定する。 

・所有者の解体意思を確認するための申請方法を被災者へ広報し、解体申請窓口を設

置する。申請を受け付けた損壊家屋等については図面等で整理を行い、倒壊の危険

度や効率的な重機の移動を実現できる順番などを勘案し、撤去等の優先順位を検討

する。 

・解体申請受付と並行して、解体事業の発注を行う。発災直後は撤去等の対象を倒壊

の危険性のある建物に限定するなど検討する。 

・撤去等する損壊家屋等の中に家具・家財道具、貴重品、思い出の品等がある場合に

は、所有者確認を行ったうえ、原則として撤去等の前に所有者に回収してもらう。 

・撤去等を行う事業者が決定次第、建設リサイクル法に基づく届出を行った後に、撤

去等の優先順位を指示する。撤去等の着手に当たっては、損壊家屋所有者の立会い

を求め、撤去等の範囲等の最終確認を行う。 

・撤去等が完了した段階で撤去等を行った事業者から報告を受け、解体物件ごとに現

地立会い（申請者、撤去等業者、本市）を行い、履行を確認する。 

・損壊家屋については石綿等の有害物質、ＬＰガスボンベ、ハイブリッド車や電気自

動車のバッテリー等の危険物への注意を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損壊家屋等の撤去等の手順（案）    

留意事項 

損壊家屋等の

危険度判定・り災証明書

撤去等申請窓口の

設置

申請方法の広報

撤去等事業の発注

申請の受付

撤去等を行う事業者

の決定

撤去等対象物の整理
撤去等の優先準備の

検討

撤去等を行う事業者

への指示・連絡

損壊家屋等の所有者

の立会（最終確認）
撤去等状況の確認撤去等
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10．選別・処理・再資源化 

廃棄物の種類毎の処理方法・再資源化方法を把握し、災害時における処理方針・手順を検討し

ておく。災害廃棄物を再資源化することは、最終処分量を減少させ、処理期間の短縮などに有効

であるため、廃棄物の排出や損壊家屋の撤去等の段階から積極的に分別を実施する。また、仮置

場では、可能な限り分けて保管し、そのまま中間処理業者あるいは最終処分場に搬出する。 

加えて、災害時には様々な種類の災害廃棄物が発生することから、平時に、協定締結先の事業

者を中心に、廃棄物の種類・処理区分毎の処理可能な事業者を把握する。 

災害廃棄物の種類毎の再資源化の方法（例）を表 2-33に示す。こられの再資源化の方法を踏

まえ、積極的に再資源化に努める。 

なお、仮置場において災害廃棄物処理等を行わなければないような災害の場合は、山梨県と協

議して、被害の状況に応じて処理施設等を計画する。 

 

表 2-33 再資源化の方法（例） 

災害廃棄物 処理方法（最終処分、リサイクル方法） 

可
燃
物 

分別可能な場合 

・家屋解体廃棄物、畳・家具類は生木、木材等を分別し、塩分除去を行い木材

として利用。 

・塩化ビニル製品はリサイクルが望ましい。 

分別不可な場合 ・脱塩・破砕後、焼却し、埋立等適正処理を行う。 

コンクリートがら 

・40mm 以下に破砕し、路盤材（再生クラッシャラン）、液状化対策材、埋立材

として利用。 

・埋め戻し材・裏込め材（再生クラッシャラン・再生砂）として利用。最大粒

径は利用目的に応じて適宜選択し中間処理を行う。 

・コンクリートがらの加工方法により、再生骨材の 3 段階品質（「Ｈ」「Ｍ」「Ｌ」）

別に利用。 

木くず 

・生木等はできるだけ早い段階で分別・保管し、製紙原料として活用。 

・家屋系廃木材はできるだけ早い段階で分別・保管し、チップ化して各種原料

や燃料として活用。 

金属くず ・有価物として売却。 

家
電 

リサイクル可能

な場合 

・テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、乾燥機等は指定引取場所に搬

入してリサイクルする。 

リサイクル不可

能な場合 
・災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理する。 

自動車 
・自動車リサイクル法に則り、被災域からの撤去・移動、所有者もしくは処理

業者引渡しまで一次集積所で保管する。 

廃
タ
イ
ヤ 

使用可能な場合 

・現物のまま公園等で活用。 

・破砕・裁断処理後、タイヤチップ（商品化）し製紙会社、セメント会社等へ

売却する。 

・丸タイヤのままの場合域外にて破砕後、適宜リサイクルする。 

・有価物として買取業者に引き渡し後域外にて適宜リサイクルする。 

使用不可な場合 ・破砕後、埋立・焼却を行う。 

木くず混入土砂 

・最終処分を行う。 

・異物除去・カルシア系改質材添加等による処理により、改質土として有効利

用することが可能である。その場合除去した異物や木くずもリサイクルを行

うことが可能である。 

出典：災害廃棄物対策指針【技22】平成31年4月1日改定 
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【災害応急対応】 

応急対応時においても、今後の処理や再資源化を考慮し、可能な限り選別を行う。 

 

廃棄物種類ごとの処理方法・留意事項等 

種類 処理方法・留意事項等 

被災自動車等 ・通行障害となっている被災自動車を仮置場へ移動させる。移動に当たって

は、損壊した場合の訴訟リスク等が考えられるため、所有者の意向を確認

する。 

・電気自動車やハイブリッド自動車等、高電圧の蓄電池を搭載した車両を扱

う場合は、感電する危険性があることから、運搬に際しても作業員に絶縁

防具や保護具（マスク、保護メガネ、絶縁手袋等）の着用、高電圧配線を

遮断するなど、十分に安全性に配慮して作業を行う。 

太陽光発電設

備 

・太陽電池モジュールは破損していても光が当たれば発電するため、感電に

注意する。 

・作業に当たっては、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理

された工具を使用する。 

・複数の太陽電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコ

ネクターを抜くか、切断する。 

・可能であれば、太陽電池パネルに光が当たらないようにダンボールや板な

どで覆いをするか、裏返しにする。 

・可能であれば、ケーブルの切断面から銅線がむき出しにならないようにビ

ニールテープなどを巻く。 

・保管時において、太陽電池モジュール周辺の地面が湿っている場合や、太

陽光発電設備のケーブルが切れている等、感電のおそれがある場合には、

不用意に近づかず電気工事士やメーカー等の専門家の指示を受ける。 

蓄電池 ・作業に当たっては、乾いた軍手やゴム手袋、ゴム長靴を着用し、絶縁処理

された工具を使用する。 

・感電のおそれがある場合には、不用意に近づかず電気工事士やメーカー等

の専門家の指示を受ける。 

腐敗性廃棄物 ・食品廃棄物などの腐敗性廃棄物は、冷凍保存されていないものから優先し

て処理する。 

損壊家屋等の

撤去（必要に

応じて解体） 

・一定の原型をとどめ敷地内に残った損壊家屋等については、所有者や利害

関係者の意向を確認するのが基本であるが、関係者へ連絡が取れず倒壊等

の危険がある場合には、土地家屋調査士の判断を求め、価値がないと認め

られた損壊家屋等は、撤去（必要に応じて解体）できる。その場合には、

現状を写真等で記録する。 

・損壊家屋等内の貴金属やその他の有価物等の動産及び位牌、アルバム等の

個人にとって価値があると認められるものは、一時又は別途保管し所有者

等に引き渡す機会を提供する。所有者が明らかでない動産については、遺

失物法により処理する。また、上記以外のものについては、撤去・廃棄で

きる。 

  出典：災害廃棄物対策指針 環境省 平成 30 年 3 月 

 

 

留意事項 
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【災害応急対応】 

季節別の留意事項 

季節 季節別の留意事項（例） 

夏季 ・腐敗性廃棄物の処理 

・ねずみ族や害虫の発生防止対策 

夏季～秋季 ・台風等による二次災害（飛散等）の対策 

冬季 ・乾燥による火災等 

・積雪等による影響 

・強風による災害廃棄物の飛散 

・着火剤など爆発 

・火災の危険性のある廃棄物の優先的回収 

・地域によっては降雪・路面凍結 など 

   出典：災害廃棄物対策指針（改定版） 環境省 平成 30 年 3 月 

 

 

11．最終処分 

本市の最終処分は現在、かいのくにエコパーク（公益財団法人山梨県環境整備事業団）及び複

数の民間最終処分場と契約量を定めて最終処分している。 

災害廃棄物の最終処分は、受け入れ可能な最終処分場を平時に検討する。 

今後、経済的な手段・方法で運搬できる最終処分場のリストを作成し、広域的な最終処分が行

えるよう、所有する民間事業者や地方公共団体と協定を結ぶことを検討する。 

 

12．広域的な処理・処分 

円滑で効率的な災害廃棄物の処理のために、災害廃棄物の広域処理に関する手続き方法や契約

書の様式等を検討・準備する。なお、発災後の迅速な対応のために、被災側・支援側の契約書様

式を検討する。 

 

13．有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 

有害物質が漏洩等により災害廃棄物に混入すると、災害廃棄物の処理に支障をきたすことにな

るだけでなく、有害廃棄物や適正処理困難物が知らずに仮置場等に放置されると市民の健康被害

の原因になる危険性が生じる。 

このため、有害物質取扱事業所を所管する関係機関と連携し、厳正な保管及び災害時における

対応を講ずるよう協力を求める。 

有害廃棄物のうち、事業系の一般廃棄物及び産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当

するものは、事業者の責任において処理することを原則とし、家庭系の一般廃棄物に該当するも

のは排出に関する優先順位や適切な処理方法について市民へ広報するものとする。また、業者引

取ルートの整備等を講じ、適正処理を推進するため業者への協力要請を行う。業者引取依頼等の

対応については、広報等により市民へ周知を図るとともに、相談窓口を設け、適正な廃棄・処理

を推進する。 
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表 2-34 主な適正処理困難物、有害・危険製品 

区 分 品 目 

適正処理が困難な物 

（収集処理できないもの） 
廃タイヤ類、廃家電、バイク、コンクリートブロック、石、土砂 

ボンベ 等 

有害性物質を含む物 

 
廃農薬類、殺虫剤、その他薬品（家庭薬品でないもの） 

塗料、ペンキ、廃蛍光灯、水銀温度計、廃電池類（密閉型蓄電池、ニッ

ケル・カドミウム電池、ボタン電池、カーバッテリー） 

石綿含有建材、ＰＣＢ含有電気機器等、フロンガス 

危険性があるもの 灯油、ガソリン、エンジンオイル、有機溶剤（シンナー等） 

高圧ガスボンベ、カセットボンベ・スプレー缶、消火器 

感染性廃棄物（家庭） 使用済み注射器針、使い捨て注射器等 

資料：災害廃棄物処分・処理実務マニュアル 一般社団法人廃棄物資源循環学会 編著 

 

【平時の主な対策】 

・有害性・危険性廃棄物取り扱い事業所を所轄する関係機関と連携し、厳正な保管及び災

害時における対応を講ずるよう協力を求める。 

・有害物質の保管場所等についてＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出制度）等の情報を収

集し、あらかじめ地図などで把握する。 

・有害性・危険性廃棄物は、業者引取ルートの整備等の対策を講じ、適正処理を推進する

ため、関連業者へ協力要請を行う。 

・石綿含有建材の解体・撤去、保管、運送、処分の過程における取り扱い方法を整理し、

平時から職員・事業者へ教育訓練する。 

 

 

主な有害廃棄物及び処理困難物の処理方法は表 2-35に示すとおりである。 

 

表 2-35 主な有害廃棄物及び処理困難物の処理方法 

品目等 収集方法 処理方法 

廃農薬、殺虫剤、その他薬品（家庭

薬品ではないもの） 

販売店、メーカーに回収依頼／廃棄物

処理許可業者に回収・処理依頼 
中和、焼却 

塗料、ペンキ 
販売店、メーカーに回収依頼／廃棄物

処理許可業者に回収・処理依頼 
焼却 

廃
乾
電
池 

密閉型ニッケル・ガドミウム

畜電池（ニカド電池）、ニッケ

ル水素電池、リチウムイオン

電池 

リサイクル協力店の回収（箱）へ 破砕、選別、 

リサイクル 

ボタン電池 電気店等の回収（箱）へ 

カーバッテリー 
リサイクルを実施しているカー用品

店・ガソリンスタンドへ 

破砕、選別、リサイクル

(金属回収) 
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品目等 収集方法 処理方法 

廃蛍光灯 回収（リサイクル）を行っている事業

者へ 

破砕、選別、リサイクル

(カレット、水銀回収) 

灯油、ガソリン、エンジンオイル 購入店、ガソリンスタンドへ 焼却、リサイクル 

有機溶剤（シンナー等） 
販売店、メーカーに回収依頼／廃棄物

処理許可業者に回収・処理依頼 
焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 再利用、リサイクル 

カセットボンベ・スプレー缶 使い切ってから不燃物として排出 破砕 

消火器 
購入店、メーカー、廃棄物処理許可者

に依頼 
破砕、選別、リサイクル 

使用済み注射器針 

使い捨て注射器針 

自治体で有害ごみとして収集 

指定医療機関での回収（使用済み注射

器針回収薬局等） 

焼却・溶融、埋立 

出典：災害廃棄物対策指針【技24-15】平成31年4月1日改定 

 

［災害廃棄物の事例］ 

 

 

 

 

仮置場における有害物質・危険物等の状況 

 

 

【災害応急対応】 

●有害物質の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐため回収を優先的に行

い、保管または早期の処分を行う。人命救助の際には特に注意を払う。 

●ＰＣＢ等の適正な処理が困難な廃棄物は、平時と同様に排出者が事業者へ引き渡すなど

適切な処理を行う。応急的な対応として、本市が回収を行った後に、まとめて事業者に引

き渡す。 

 

・災害廃棄物が混合状態になっている場合は、有害廃棄物が含まれている可能性も考慮

し、作業員に対し、適切な服装やマスクの着用、散水などによる防塵対策の実施など、

労働環境安全対策を徹底する。 

・有害物質等の有無は、平時に行った調査地図等を参考とする。 

    

 

（1）車両の処理 

被災車両は自動車リサイクル法に基づき、所有者自ら引取業者に引き渡すため、本市では

回収しない。ただし、人命救助、道路啓開もしくは二次災害が発生するおそれがあるなど、

留意事項 
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緊急を要する場合、又は、著しく損傷している場合には、関係機関がレッカー車等で移動す

るため、市は仮置場等の保管場所を指定する。その後、所有者が判明する場合には、所有者

等に連絡し、引取りを依頼する。それ以外の場合には、一定期間保管後、本市が自動車リサ

イクル法に基づき引取業者に引き渡す（図 2-14）。 

 
出典：災害廃棄物対策指針【技24-8】 平成31年4月1日改定 

図 2-14 被災車両の処理フロー 

 

【災害応急対応】 

発災後の被災自動車の状況確認と被災域からの撤去・移動の留意事項を示す。 

 

・被災自動車の被災域からの引渡し先は、被災状況及び所有者の意思によって異なる。 

・被災車両は、レッカー車、キャリアカーにより仮置場まで輸送する。仮置場の有害物

質等の有無は、平時に行った調査地図等を参考とする。 

・冠水歴のある車両は、エンジン内部に水が浸入している可能性があるためエンジンを

かけない。 

・電気系統のショートを防ぐためにバッテリーのマイナス端子を外す。 

・廃油、廃液が漏出している車は、専門業者に依頼して廃油・廃液を抜き取る。 

・電気自動車、ハイブリット車にはむやみに触らない。絶縁防具や保護具を着用して作

業を行う。 

＜所有者の照会について＞ 

 

・被災自動車の所有者を調べるには、情報の内容により照会先が異なる。 

・仮置場に搬入された被災自動車で、所有者が不明の場合は、一定期間公示し、所有

権が本市に帰属してから当該車両を引取業者に引き渡す。 
情報の内容 照会先 

車両ナンバー 
登録自動車 国土交通省 

軽自動車 軽自動車検査協会 

車検証・車台番号 陸運局 

 
 

    

留意事項 

留意事項 
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＜仮置場における保管について＞ 

 

・被災自動車の保管の高さは、野外における囲いから 3ｍ以内は高さ 3ｍまで、その

内側では高さ 4.5ｍまでとする（ただし、構造耐力上安全なラックを設けて保管し、

適切な積降ろしができる場合を除く）。大型自動車にあっては、高さ制限は同様で

あるが原則平積みとする。 

・被災車両は、車台番号及びナンバープレート情報が判別できるものとできないもの

とに区分する。 

    

 

14．思い出の品等 

貴重品・思い出の品 

災害廃棄物を撤去する場合は思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提とし

て、遺失物法等の関連法令での手続きや対応も確認の上で、事前に取扱ルールを定め、その

内容の周知に努める。思い出の品等の取扱ルールとして、思い出の品の定義、持主の確認方

法、回収方法、保管方法、返却方法等を関係部局と協議しておく（表 2-36、図 2-15）。 

発災直後は回収量が大幅に増えることが想定されるため、早急に保管場所を確保すること

が必要である。また、貴重品については、警察に届け出ることとなる。 

 

表 2-36 思い出の品の取扱ルール（例） 

定義 
アルバム、写真、位牌、賞状、手帳、金庫、貴重品（財布、通帳、印鑑、貴金属）

等 

持主の確認方法 公共施設で保管・閲覧し、申告により確認する方法 

回収方法 
災害廃棄物の撤去現場や損壊家屋等の撤去等の現場で発見された場合はその都度回

収する。又は住民・ボランティアの持込みによって回収する。 

保管方法 泥や土が付着している場合は洗浄して保管 

運営方法 地元雇用やボランティアの協力等 

返却方法 原則は面会引き渡しとする。 

保管期間 
災害規模によっては保管が長期にわたることが考えられるため、遺失物法等の関連

法令に基づき、保管期間とその後の取扱いを明確にしておく。 

出典：災害廃棄物対策指針（改定版）平成 30 年 3 月 環境省 

 

 

 

留意事項 
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図 2-15 貴重品・思い出の品の取扱フロー 

 

 

歴史的遺産・文化財等 

歴史的遺産・文化財等が他の災害廃棄物と混在しないような、処理の留意点（対象物が発

見された場合の対処法等）の周知徹底を行い、保護・保全に努める。 

 

【災害応急対応】 

＜思い出の品・貴重品＞ 

平時に検討したルールに従い、遺失物法等の関連法令での手続きや対応に基づき、思い出

の品及び貴重品の回収・保管・運営・返却を行う。 

 

・発災直後は回収量が大幅に増えることが想定されるため、早急に保管場所を確保す

る。 

・貴重品については、警察に届ける。必要な種類様式は平時に作成したものを利用する。 

 

＜歴史的遺産・文化財等＞ 

歴史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混合しないよう、処理の留意点（対象物が発見

された場合の対処法等）を周知徹底する。 

 

15．許認可の取扱 

本市は、関係法令の目的を踏まえ必要な手続きを精査するとともに、災害時も想定し、担当部

局と手続き等を確認しておく。 

平時に必要な許認可取得は災害時も必要となることに留意し、災害時の対応についても検討し

ておく。なお、産業廃棄物処理施設の活用については届出の特例（廃棄物処理法第 15 条の 2 の
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5）がある。 

また、施設の設置に関しては、届出の特例（廃棄物処理法第 9条の 3の 2）を活用することで、

設置に係る期間を短縮できる。ただし、本特例の活用には本市において生活環境影響調査の条例

制定が必要である。 

 

【災害応急対応】 

 

・災害廃棄物の処理を民間事業者へ委託する場合で、委託した民間事業者が一般廃棄

物処理施設を設置する場合、手続きの簡素化のため廃棄物処理法第 9 条の 3の 3の

特例の活用も検討する。 
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第4節 各種相談窓口の設置等 

 

災害時においては、被災者から様々な相談・問い合わせが寄せられることが想定されるため、

受付体制（通信網復旧後は専用コールセンターの設置等）及び相談内容・回答内容の整理といっ

た情報の管理方法を検討する。 

また、必要に応じ、関係機関、関係団体と連携して被災者等に対する各種相談窓口を開設する。 

 

【災害応急対応】 

被災者相談窓口（通信網復旧後は専用コールセンターの設置など）を速やかに開設すると

ともに、平時に検討した方法に従い相談情報を管理する。 

 

・被災者から自動車等、思い出の品や貴重品に関する問い合わせや、発災直後であって

も損壊家屋等の撤去等の要望等が寄せられることが考えられる。その他、有害物質

（石綿含有建材の使用有無など）の情報や生活環境への要望等が寄せられることも

想定され、相談窓口等で対応する必要がある。 

  

 

 

第5節 市民等への啓発・広報 

 

災害廃棄物を適正に処理するうえで、市民や事業者の理解は欠かせないものであり、平時の分

別意識が災害時にもいきてくる。このため本市は、次の事項について市民の理解を得るよう日頃

から啓発等を継続的に実施する。 

・仮置場への搬入に際しての分別方法 

・腐敗性廃棄物等の排出方法 

・便乗ごみの排出、混乱に乗じた不法投棄及び野焼き等の不適切な処理の禁止 

啓発・広報の手段は、「広報ふじよしだ」や新聞などのマスコミ、インターネットを利用したソ

ーシャルメディア及び避難所等への掲示などを活用する。 

また、市民等からの問い合わせの増加に伴い、職員が本来業務に専念できなくなることが考え

られることから、早期にコールセンター等を開設できるように努める。 

 

留意事項 
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【災害応急対応】 

被災者に対して災害廃棄物に係る啓発・広報を行う。 

 

・啓発・広報の手段としては、「広報ふじよしだ」や新聞、テレビ、ラジオ、ホームペ

ージ及び避難所等への掲示などがある。必要に応じて防災無線や広報車も活用する。

啓発・広報として次の内容が考えられる。 

① 災害廃棄物の収集方法 

② 収集時期及び収集期間 

③ 住民が持ち込みできる災害ごみ集積所 

④ 仮置場の場所及び設置状況 

⑤ ボランティア支援依頼窓口 

⑥ 本市への問い合わせ窓口 

⑦ 便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止 

・便乗ごみや不法投棄を防ぐため、不法投棄等の状況を踏まえたパトロールの実施や広

報の強化地域を設定する。 

・発災直後は、他の優先情報の周知の阻害、情報過多による混乱を招かないよう考慮し

つつ、情報の一元化に努め、必要な情報を発信する。 

    

 

第6節 災害廃棄物処理計画の点検・改定 

 

災害廃棄物処理計画の点検の頻度や方法等を予め決定し、定期的な点検に加え、非常災害の発

生等により新たな知見が得られた際にも適宜点検を行う。 

点検結果に基づき、必要に応じて災害廃棄物処理計画の改定を行う。 

 

 

第7節 水害廃棄物対策の特記事項 

 

水害廃棄物は衛生上の観点から、浸水が解消された直後から収集開始する。特にくみ取り便所

の便槽や浄化槽は、床下浸水程度の被害であっても水没したり、槽内に雨水、土砂等が流入した

りすることがあるので、迅速な対応が必要である。 

また、水害時には、水分を含んで重量がある畳や家具等が多量に発生し、積込み・積降ろしに

重機が必要となるため、平時より収集作業人員及び車両等（平積みダンプ等）の準備が必要であ

る。 

 

 

留意事項 
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【災害応急対応】 

＜情報の収集＞ 

・本市が収集すべき情報として、浸水状況（床上・床下・倒壊棟数）を把握する必要があ

る。 

＜収集・運搬、保管、処理＞ 

・洪水により流されてきた流木等、平時は本市で処理していない廃棄物についても、一時

的に大量に発生し、道路上に散乱し、又は廃棄物が道路上に排出されるなど、道路交通

に支障が生じた場合は、優先的に道路上の廃棄物等を除去する。 

・水分を含んだ畳等の発酵により発熱・発火する可能性があるため、火災や腐敗による二

次災害等への注意が必要であり、早期に資源化（ＲＰＦ原料等）や処理を行う必要があ

る。消毒・消臭等、感染症の防止、衛生面の保全を図る。 

・畳、カーペットは、保管スペースや早期の乾燥を図るためカッターによる切断等の対応

をすることが望ましい。 

・水没したくみ取り便所の便槽や浄化槽は、速やかにくみ取り、清掃、周辺の消毒を行う。 
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災害復旧・復興等 

災害廃棄物の再資源化や中間処理が本格化する復旧・復興時において実施・検討する事項につ

いて示す。 

 

表 3-1 発災後の時期区分（表 1-4 再掲） 

時期区分 時期区分の特徴 時間の目安 

災害応

急対応 

初動期 
人命救助が優先される時期（体制整備、被害状況の確認、

必要資機材の確保等を行う） 
発災後数日間 

応急対応 

（前半） 

避難所生活が本格化する時期（主に優先的な処理が必要な

災害廃棄物を処理する期間） 
～3 週間程度 

応急対応 

（後半） 

人や物の流れが回復する時期（災害廃棄物の本格的な処理

に向けた準備を行う期間） 
～3 か月程度 

復旧・復興 
避難所生活が終了する時期（一般廃棄物処理の通常業務化

が進み、災害廃棄物の本格的な処理の期間） 
～3 年程度 

※時間の目安は災害規模や内容によって異なる（東日本大震災クラスの場合を想定）。 

出典：災害廃棄物対策指針（改定版）平成30年3月 環境省 

 

災害復旧・復興期において実施・検討する事項は、特に記載しない限り、災害応急対応期の事

項を継続するものとする。 

災害復旧・復興期において実施・検討する事項を下表に整理する。 

 

項目 実施・検討する事項 

１．処理主体の

検討 

○災害廃棄物処理見込み量や廃棄物処理施設能力、職員の被災状況などを踏まえ、総合

的に検討し、市独自で災害廃棄物を処理できるか判断する。 

○被害規模等により、実行計画の策定及び災害廃棄物の処理作業の実施が事務能力上

困難であると判断した場合は山梨県（事務委託を含む）へ支援を要請する。 

２．組織体制・

指揮命令系統 

○災害廃棄物処理の進捗状況に応じて、組織体制や役割分担を見直す。 

・災害応急対応期に引き続き、職員のメンタルケア・ストレス回避策を講じる。また、

交代要員を準備しローテーションを検討する。 

３．情報収集・

連絡 

○電気や通信網の復旧に伴い、より確実な連絡手段を選択して情報収集を継続すると

ともに、山梨県や国への報告を継続する。 

４．協力体制 (1)自衛隊・警察・消防との連携 

○災害応急対応期に引き続き、自衛隊や警察等と連携し、災害廃棄物の撤去、倒壊した

損壊家屋等の撤去等を行う。 

(2)民間事業者との連携 

○民間事業者等の協力を得て災害廃棄物の撤去や損壊家屋の撤去等、災害廃棄物の処

理・処分を行うため、災害廃棄物処理事業を発注する。 

・民間事業者との連携に当たっては、反社会的な団体もボランティアをかたり接触して

くることが想定されることから、警察と連携することで反社会的な勢力を排除し、混

乱を防止する。 

５．一般廃棄物

処理施設等 

地域環境の保全を図るため、災害の種類、態様、被害の状況、環境汚染の状況等を総

合的に勘案し、必要に応じ、一般廃棄物処理施設等の復旧に係る国庫補助の活用など、

復旧・復興対策を講じる。 
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項目 実施・検討する事項 

(1)一般廃棄物処理施設等の復旧 

○廃棄物処理施設のできるだけ早期の復旧を図る。また、施設の復旧事業を実施してい

る間に排出される廃棄物を処理するための施設を確保する。 

・被災した廃棄物処理施設についての復旧事業は国庫補助の対象となる。ただし、補助

金の交付までの間、当面の予算を確保する必要がある。 

(2)仮設トイレ等し尿処理 

○避難所の閉鎖にあわせ平時のし尿処理体制へ移行する。閉鎖された避難所について

は、仮設トイレの撤去を行う。 

(3)避難所ごみ 

○避難所の閉鎖にあわせ応急仮設住宅からのごみ対策も含めて平時の処理体制へ移行

する。 

６．災害廃棄物

処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)災害廃棄物処理実行計画の見直し 

○復旧・復興段階では、発災直後に把握できなかった被害の詳細や災害廃棄物の処理に

当たって課題等が次第に判明することから、処理の進捗に応じて実行計画の見直し

を行う。 

・災害廃棄物の処理見込み量が増加する場合は、災害廃棄物の受入施設を追加で依頼す

る。 

(2)処理見込み量 

○災害廃棄物の処理の進捗状況に応じて処理見込み量を適宜見直す。 

・処理見込み量の見直し方法として、トラックスケールでの重量管理を行う。また、仮

置場へ搬入された災害廃棄物について測量をかけ、体積に比重をかけあわせて重量

換算し、これに今後の損壊家屋の撤去等によって発生する推計量を加えることで推

計する。 

(3)処理スケジュール 

○施設の状況や稼働状況、処理見込み量、動員可能な人員数、資機材（重機や収集運搬

車両、薬剤等）の確保状況を踏まえ、処理工程ごとに進捗管理を行う。処理スケジュ

ールに遅れが見られる場合は対策を講じて処理を加速させ、やむ得ない場合は、処理

スケジュールの見直しを行う。 

(4)処理フロー 

○災害廃棄物の処理の進捗や性状の変化などに応じ、災害応急対応時に作成した処理

フローの見直しを行う。 

・処理・処分先が決定次第、処理フローへ反映させる。また、災害廃棄物の処理見込み

量の見直しが行われた場合には適宜処理フローの見直しを行う。 

(5)収集運搬 

○道路の復旧状況や周辺の生活環境の状況、仮置場の位置を踏まえ、収集運搬方法の見

直しを行う。 

(6)仮置場 

＜仮置場の設置＞ 

・設定した処理期間内に、既存施設で災害廃棄物処理が完了できない場合、仮設による

破砕や焼却処理を行う仮置場の設置や広域処理が必要となる。 

・設置に当たっては、効率的な受入・分別・処理ができるよう分別保管し、また周辺住

民への環境影響を防ぐよう、設置場所・レイアウト・搬入導線等を検討する。 

＜人員・機材の配置＞ 

○復旧・復興期において適切な仮置場の運用を行うために次の人員・機材の配置を見直

す。 

① 仮置場の管理者 

② 十分な作業人員、車両誘導員、夜間警備員 
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項目 実施・検討する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 廃棄物の積上げ・積降ろしの重機 

④ 場内運搬用のトラック（必要に応じ） 

⑤ 場内作業用のショベルローダー、ブルドーザーなどの重機 

＜災害廃棄物の数量管理＞ 

○トラックスケールを設置し、持ち込まれる災害廃棄物の収集箇所、搬入者、搬入量を

記録し、重量管理を行うとともに、災害時の不法な便乗投棄等による廃棄物の混入防

止を引き続き図る。 

・６．(2)に準じて重量管理を引き続き行う。搬入量は継続的に把握していく必要があ

ることから、災害廃棄物の体積の把握方法については、計測者による違いが大きくな

らないよう、計測ルールを決めて実行する。 

＜仮置場の返却＞ 

○仮置場の返却に当たり、土壌分析等を行うなど、土地の安全性を確認し、仮置場の原

状回復に努める。 

＜その他留意事項＞ 

・災害廃棄物を保管する仮置場を変更する際は、作業員に対して、移動後の仮置場にお

いても分別を徹底するよう指導する。 

(7)環境対策・モニタリング、火災対策 

＜環境モニタリング＞ 

○労働災害や周辺環境への影響を防ぐために、損壊家屋等の撤去等現場や仮置場にお

いて環境モニタリングを実施する。 

・環境モニタリングを行う項目は、平時の検討内容を参考にし、被害状況に応じて決定

する。災害廃棄物の処理の進捗に伴い、必要に応じて環境調査項目の追加などを行

う。 

＜仮置場における火災対策＞ 

○放熱管の設置等により仮置場における火災を未然に防止するとともに、二次災害の

発生を防止するための措置を継続して実施する。 

・温度監視、一定温度上昇後の可燃性ガス濃度測定を継続して実施する。 

(8)仮設処理施設 

○仮設処理施設が必要となる場合、発生した災害廃棄物の量及び質を参考に、仮設処理

施設の仕様を検討する。 

＜仮設破砕・選別機の必要性＞ 

○長尺物（柱角材やサッシ等）等、本市の破砕施設で処理することが困難な場合は、災

害廃棄物の要処理量を踏まえ、仮設破砕機（移動式又は固定式）の設置を検討する。 

○災害廃棄物が混合状態になったものが大量に発生した場合は、機械選別及び手選別

について検討する。 

＜仮設焼却炉の必要性＞ 

○災害廃棄物の要処理量、処理可能量、処理期間や必要経費等を踏まえ、仮設焼却炉の

必要性を検討する。 

○仮設焼却炉が必要と判断される場合にあっては、必要経費等を踏まえ効率的に処理

を行うことができる処理能力や設置基数を検討する。 

＜設置手続き＞ 

○仮設処理施設の設置が必要となる場合、その設置場所や施設配置を検討する。その

際、周辺住民への環境上の影響を可能な限り防止・低減するよう検討する。 

○設置場所の決定後は、生活環境影響調査、都市計画決定、工事発注作業、設置工事等

を進める。 

・設置に当たっては、制度を熟知した上で手続きの簡易化に努め、工期の短縮を図る。 
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項目 実施・検討する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜管理・運営＞ 

○災害廃棄物の処理が円滑に進むよう、仮設処理施設の運営・管理を適切に行う。 

・仮設焼却炉への投入に当たっては、災害廃棄物の分別を徹底し、土砂等の不燃物を取

り除くことでクリンカや残さ物の発生を抑制する。 

・土砂や水分が影響し、仮設焼却炉の発熱量（カロリー）確保が必要となった場合は、

助燃剤として解体木くずや廃プラスチック類、又は重油等の投入を検討する。 

・仮設処理施設に搬入された災害廃棄物への降雨等による水分の影響を防ぐため、シー

トで覆うか、テントの設置などで対応する。 

＜処理終了後の仮設処理施設の解体・撤去＞ 

○仮設焼却炉の解体・撤去に当たっては、関係法令を遵守し、労働基準監督署など関係

者と十分に協議した上で解体・撤去方法を検討する。 

・仮設焼却炉自体がダイオキシン類や有害物質等に汚染されている可能性も考えられ

ることから、作業前、作業中及び作業後においてダイオキシン類等の環境モニタリン

グを行う。 

・ダイオキシン類や有害物質が飛散しないよう、関係者との協議を踏まえた必要な措置

（周囲をカバーで覆う等）を施した上で解体・撤去を行う。 

・作業員は汚染状況に応じた適切な保護具を着用して作業を行う。落下等の危険を伴う

箇所での作業も生じることから安全管理を徹底する。 

(9)損壊家屋の撤去等 

＜石綿対策＞ 

○平時の調査等により石綿の含有が懸念される損壊家屋等は、撤去等前に専門機関に

より分析調査等を行い、石綿の使用が確認された場合、大気汚染防止法及び石綿障害

予防規則等に基づき、関係機関と調整し、必要な手続きを行った上で、石綿の除去作

業を実施する。除去された石綿については、直接処分場に埋め立てるなど適切に処分

する。 

＜損壊家屋等の撤去等＞ 

○優先順位の高い損壊家屋等の撤去等の完了後も引き続き必要な損壊家屋等の撤去等

を順次行う。 

・損壊家屋等の撤去等に伴う廃棄物が不法投棄されないよう、廃棄物の搬出状況を確認

する。 

・災害応急対応時において先行して撤去等した損壊家屋等以外に、さらに撤去等を行う

必要がある損壊家屋等がある場合には、関係部局と連携し、引き続き撤去等を行う。 

・被災規模が大きく広い範囲で撤去等が必要な場合、作業の発注は、損壊家屋ごとでな

く地区ごとに行い、効率化を図る。 

・撤去等に当たっては、重機の移動などが効率的に行えるよう撤去等順序を検討する。 

・撤去等の順序を決定し、地域ごとの撤去等予定時期を広報する。 

・広報の対象は、損壊家屋等の所有者だけでなく周囲の住民も含める。 

・災害廃棄物の再資源化率を高めるためには混合状態を防ぐことが重要であるため、そ

の後の処理方法を踏まえた分別を徹底する。 

・撤去等の際、可能であれば損壊家屋等の組成調査を行い、発生量原単位を調査し、実

行計画の見直しに役立てる。 

(10)選別・処理・再資源化 

○復旧・復興時に、廃棄物の資源としての活用が望まれることから、本市は復興計画や

復興事業の進捗にあわせて選別・処理・再資源化を行う。選別・処理・再資源化の実

施に当たっては、廃棄物の種類ごとの性状や特徴、種々の課題に応じた適切な方法を

選択する。 
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項目 実施・検討する事項 

  (11)最終処分 

○再資源化や焼却ができない災害廃棄物を埋め立てるため、最終処分先の確保が重要

である。処分先が確保できない場合は広域処理となるが、協定により利用できる最終

処分場が確保できている場合は、搬送開始に向けた手続きを行う。 

・最終処分場を確保できていない場合には、経済的な手段・方法で災害廃棄物を搬送で

きる場所を確保する。 

(12)広域的な処理・処分 

＜計画策定＞ 

○被害状況を踏まえ、広域処理・処分の必要性について検討する。 

・処理期間が長く復旧・復興に時間がかかると判断した場合は、広域的な処理・処分を

検討する。広域的な処理・処分を行う場合には、国や山梨県と相談の上、広域処理に

向けた調整を行う。処理・処分先については、必要に応じて民間事業者団体のネット

ワークを活用し、確保する。 

＜処理の実施＞ 

○平時において検討済みの契約書の様式等に基づき手続きを行い、取決めに従い災害

廃棄物を搬送する。 

・処理・処分に当たり受入側の要求に配慮する。例えば、搬出物の品質がバラつかない

よう留意する。 

(13)有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策 

○災害応急対応に引き続き、有害廃棄物や危険物を発見次第、優先的に回収する。 

・災害廃棄物処理の進捗に伴い、発見される有害廃棄物も減少すると想定される。しか

し、災害廃棄物の撤去や損壊家屋等の撤去等中に有害廃棄物や危険物が発見される

こともあるため、その都度回収し処理を行う。 

・有害物質や油等を取り扱う事業所が再稼働する場合は、周辺環境への影響防止が図ら

れているか状況を確認し、必要に応じて指導する。 

(14)思い出の品等 

＜思い出の品＞ 

○平時に検討したルールに従い、災害応急対応時からの作業を継続的に実施する。 

・時間の経過とともに、写真等の傷みやカビなどの発生が考えられるため、清潔な保管

を心掛ける。 

・一定期間を経過した思い出の品等については市の判断で処分する。処分する前には、

「広報ふじよしだ」やホームページ等で住民等に対して十分に周知した上で実施す

る。 

＜歴史的遺産・文化財＞ 

○歴史的遺産、文化財等が他の災害廃棄物と混在しないような措置を行い、保護・保全

に努める。 

(15)災害廃棄物処理事業の進捗管理 

○被害状況に応じた災害廃棄物処理事業を実施する。実施に当たっては、進捗管理の方

法を慎重に検討し実行に移す。 

・専門職員が不足する場合は、災害廃棄物処理の管理業務をコンサルタント事業者へ委

託することを検討する。 

・処理が長期間にわたる場合は、総合的、計画的に処理を進める観点から、必要に応じ

関係機関による連絡会を設置し、全体の進捗管理を行う。 

(16)許認可の取扱い 

○平時に検討した規制緩和や期限の短縮措置など、確認事項を適切に実施する。 
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項目 実施・検討する事項 

７．各種相談窓

口の設置等 

○被災者等からの各種相談窓口での受付けを継続する。 

・事業所などの建物解体・撤去に関する相談が寄せられることが想定されるため、対処

方針を決定し、対応する。 

８．住民等への

啓発・広報 

○災害応急対応時に引き続き、被災者に対し啓発・広報を実施する。 

・災害復旧・復興時において、被災者への情報が不足することによる不安が想定され

る。「広報ふじよしだ」や新聞、テレビ、インターネット等を活用して災害廃棄物処

理の進捗や、復旧・復興に向けた作業の状況等を周知する。 

９．処理事業費

の管理 

○災害廃棄物処理費用について、適切な価格であるか確認を行う。 

10．水害廃棄物

対策の特記事

項 

・水害廃棄物は、土砂が多量に混入する場合がある。処理に当たっては、水分の影響で

木くず等に付着した土砂分の分離を難しくすることから、水害廃棄物の保管方法や

分別・破砕方法等の検討が必要である。 

・水分を多く含んだ災害廃棄物を焼却することで焼却炉の発熱量（カロリー）が低下し、

助燃剤や重油を投入する必要が生じることがある。 

・大量の濡れた畳の処理に当たっては、焼却炉のピット内での発酵による発熱、発火に

注意をする必要があり、一度に多量にピット内に入れないようにする。 

・水没したくみ取り槽、浄化槽を清掃した際に発生する浄化槽汚泥については、原則と

して所有者の責任において、許可業者と個別の収集運搬の契約による処理を行う。 

 

 

 


